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－ 滋賀医科大学の理念・使命と教育目標 － 

理念 

地域に支えられ、地域に貢献し、世界に羽ばたく大学として、医学・看護学の発展

と人類の健康 増進に寄与する。  

（国立大学法人滋賀医科大学学則第１条より抜粋） 

使命 

１ 豊かな教養、確かな倫理観、高い専門的知識を有する信頼される医療人を育成する。 

２ 研究倫理と独創性を有する研究者を養成し、特色ある研究を世界に発信する。 

３ 信頼と満足を追求するすぐれた全人的医療を地域に提供し、社会に貢献する。  

（国立大学法人滋賀医科大学学則第１条の２より抜粋） 
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－ 教育目標 － 

医学部医学科では、本学の使命のもと、豊かな教養と確かな倫理観を備え、 

高度な専門的知識と技能を有し、教育・研究・臨床等の実践の場で中心的な役割を

担い、地域医療、社会福祉、国際社会に貢献する人材の育成を目指しています。 

教養と倫理観 

一般教養、医の倫理、行動科学等の講義・実習を通じて、医のプロフェッショナル

に求められる豊かな人間性と確固たる倫理観を醸成する。 

専門性 

基礎医学、臨床医学及び社会医学等の講義・実習を通じて、医師・医学研究者に 

なるための幅広い知識、技能を涵養する。 

科学的探究心と国際性 

研究室配属、研究医養成コース、海外留学等を通じて、科学的探究心や国際的な 

研究・医療に貢献する素養を養成する。 

地域医療への貢献 

地域医療体験実習、学内外の臨床実習等を通じて、地域医療の意義を理解し、 

全人的医療を地域に提供できる能力を養成する。 
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－ 医学部医学科の三つのポリシー（方針） － 
 
滋賀医科大学では、その理念・使命に基づき、育成するべき人材像を明確化し、それに必要な教
育課程を編成し、体系的・組織的に教育を行うとともに、その教育を受けるに相応しい学生を入
学者として選抜することにより、その使命を果たす。 
医学部医学科における、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程の編成及
び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）及び入学者の受入れに関する方針（アドミッシ
ョン・ポリシー）を以下に示す。 
 

卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）  

医学部医学科では、教育目標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位

を修得し、次のとおり優れた知識と能力を身につけた学生に学士（医学）の学位を授与しま

す。 

１．プロフェッショナリズム 

豊かな人間性と確固たる倫理観を備え、他者の立場を尊重して利他的に行動し、医のプ

ロフェッショナルとして自己の向上を図ることができる。 

２．専門的な医学知識に基づく問題対応能力 

発展し続ける基礎医学、行動科学、社会医学、臨床医学の幅広い知識を有し、診療や研

究の場で活用することができる。 

３．基本的診療技能に基づく全人的医療 

基本的診療技能や臨床推論能力を有し、患者の抱える問題を臓器横断的に捉え、心理・

社会的背景を踏まえて全人的医療を実践することができる。 

４．コミュニケーションと多職種連携 

十分なコミュニケーション能力や協調性を有し、多職種と連携・協働して、患者とその

関係者を支援することができる。 

５．地域医療への貢献 

国内外の保健・医療・福祉に関する知識を有し、地域社会・国際社会の多様な要請を踏

まえて医療を提供し、公衆衛生の向上に貢献することができる。 

６．科学的探究心と国際的視野 

科学的探究心を有し、基本的研究手法と研究倫理を修得し、国際的視野を持って医学研

究を行い、医学・医療の発展に貢献することができる。 

７．情報・科学技術の活用 
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個人情報保護等の情報リテラシーを備え、人工知能等の情報・科学技術に関する知識を

有し、医学研究・医療に活用することができる。 

８．生涯にわたって自律的に学ぶ姿勢 

生涯にわたって自己主導的に学ぶ姿勢を有し、他者とともに研鑽することができる。 
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教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）  

医学部医学科では、ディプロマ・ポリシーに掲げる知識と能力の修得 を可能とする教育課
程を以下のように編成し、提供します。 

１. 教育課程の編成の方針 
授業科目を医学教養科目、外国語科目、専門基礎科目Ⅰ（基礎科学）、専門基礎科目Ⅱ
（医学導入）、専門科目Ⅰ（基礎医学）、専門科目Ⅱ（臨床・社会医学）、専門科目Ⅲ（臨
床実習）として体系的に区分し、それらを低学年次からくさび型に配置することにより、
６年間を通して医のプロフェッショナルとして必要な知識、技能、倫理観及び科学的探
究心を養うことを目標にした教育課程を策定する。 

２. 教育課程における教育・学修方法に関する方針 
１．プロフェッショナリズム 
６年間を通じて豊かな教養や医療人としての確固たる倫理観及び社会性を養うため、
行動科学、生命・医療倫理学などを含む医学教養科目を低学年次からくさび型に配
置する。また、医学教養科目に区分する授業科目においては、専門にかかわらず求
められる「ジェネリック・スキル（汎用的技能）」を養成する。 

 
２．専門的な医学知識に基づく問題対応能力 
専門科目Ⅰ（基礎医学）においては、医学の基本的概念の理解を助けるとともに問題
発見･解決能力、自己開発能力を養うため、臨床医学との接続を踏まえた講義形式の
授業に加え、少人数で行う実習形式の授業を実施する。専門科目Ⅱ（臨床・社会医
学）における臨床系授業科目では、疾患の系統的理解を助けるため、授業科目を臓
器･器官別に、関連する分野との垂直的・水平的統合のうえで編成する。 

 
３．基本的診療技能に基づく全人的医療 
確かな臨床推論能力を養うため、専門科目Ⅱ（臨床・社会医学）において、横断的臨
床領域の具体的な症例を TBL 形式で学ぶ授業科目を導入する（TBL：チーム基盤型
学習)。さらに、全人的医療を提供するための基本的能力を養うため、行動科学に関
する授業科目を医学教養科目として低学年から継続的に配置する。専門科目Ⅲ（臨
床実習）においては、学生が「臨床実習生（医学）」として、教員の指導のもとに診
療チームの一員となって診療に参加し、基本的臨床手技や臨床推論能力を身につけ
ることができるよう、診療参加型臨床実習を実施する。さらに、より実践的な診療
技能を修得できるよう、医学部附属病院だけでなく、市中病院や診療所での診療参
加型臨床実習を実施する。 

 

5



４．コミュニケーションと多職種連携 
医学教養科目において、適切なコミュニケーション方法を身につけることができる
よう初年次教育科目を開講する。また、本学看護学科との合同授業科目を複数設置
することに加え、専門基礎科目Ⅱ（医学導入）において、地域の保健医療福祉施設や
医学部附属病院における実習を配置することで、早期からの多職種連携教育を実施
する。その他、教育課程では一貫してグループワークや TBL などのアクティブラー
ニングの手法を取り入れることによりコミュニケーション能力や協働する姿勢を涵
養する。 

 
５．地域医療への貢献 
専門科目Ⅱ（臨床・社会医学）における社会医学系授業科目では、国内外の保健や公
衆衛生等、人々の健康増進に必要な社会医学の役割と課題について理解を深めるこ
とができる多様な講義・実習を配置する。また、それらの社会医学系授業科目との
接続を踏まえて、医学教養科目に区分される社会科学系科目を低学年次から継続的
に配置することにより、医療を社会の一部として捉える視点を養成する。さらに、
低学年次から継続的にプライマリ・ケアに関する講義・実習を実施することに加え、
地域医療教育研究拠点病院や県下の診療所において診療参加型臨床実習を実施する
ことで、地域医療に貢献するための能力を育成する。 

 
６．科学的探究心と国際的視野 
低学年から最先端の基礎医学研究に触れる授業科目 を配置するとともに、自ら研究
テーマを設定し、国内外で研究活動を行う授業科目 を配置することにより、すべて
の学生が医学研究を体験し、研究に対する意欲や理解力を養う機会を提供する。さ
らに、「研究医養成コース」と連動する授業科目の配置により、学生の興味関心の程
度に応じてより深く研究に関われる環境を整備する。また、国際的視野を養うこと
を目指し、継続的に英語教育を実施するとともに、医学研究・臨床実習においてそ
れぞれ海外研修の機会を提供する。 

 
７．情報・科学技術の活用 
発展し続ける情報化社会や人工知能等の情報・科学技術を理解し、またそれらと向き
合うための倫理観を身につけ、これらの技術を正しく活用できるよう、６年間を縦
断するように数理科学・統計学・情報科学等に関する授業科目を配置する（「数理・
DS・AI 時代の医療人育成教育プログラム」）。 

 
８．生涯にわたって自律的に学ぶ姿勢 
医学教養科目に、自主能動的に学修するために必要な心構えや学修・思考法を身につ
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けることを目的とする初年次教育科目を配置する。また、医学・医療に直接関連す
る講義・実習を入学後早期から配置し、学生の医学修得の動機付けを積極的に行う。 

３. 学修成果の評価の方針 
シラバスに記載された学修目標について、筆記試験、実技試験、レポート等、多面的な

評価方法により、それぞれの到達状況を客観的に評価する（授業科目レベル）。 
共用試験 CBT・OSCEや医師国家試験に準拠して実施する卒業試験等によっても随時

学修成果を評価することに加え、ディプロマ・ポリシーに基づいて策定したアウトカム
の達成状況によって学修成果を評価する（教育課程レベル）。 
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入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー） 

求める学生像 
近年、生命科学の分野は著しく進歩し、医学に関する知識量は膨大となり、また新たな学問

分野も生まれつつある。一方、医学・医療に対する社会のニーズは多様化し、医学・医療のみな
らず、生命科学、福祉、国際医療等、様々な分野において、有能な人材が求められている。この
ような状況の中、本学の理念に基づき、医療人に必要な学識・能力・技能を修得する素養を持ち、
医学の修得に真摯に、また熱意を持って取り組む、次のような人材を求めている。 

１．医学の修得に必要な幅広い基礎学力と応用力を有する者 
２．十分なコミュニケーション能力を持ち、協調性や他者への思いやりのある者 
３．大いなる好奇心を持って、自ら考え自ら解決する気概のある者 
４．地域医療に深い関心を持ち、特に滋賀県の医療に貢献する意欲を持つ者 
５．国内外における医学・医療研究の実践及び発展のために、生涯を通じて真摯に取り組む者 

入学者選抜の基本方針 
「求める学生像」に沿った人材を選抜するために、一般選抜（地域医療枠を含む）、学校推薦

型選抜（地元医療枠を含む）、第２年次学士編入学試験を行っている。 
地域医療枠、地元医療枠では、滋賀県の医療に情熱を持って従事しようとする者を望んでい

る。 

１．一般選抜（前期日程） 
大学入学共通テスト、個別学力検査、面接及び調査書（地域医療枠は志願理由書を含む）

を総合して選抜を行う。大学入学共通テストでは幅広い基礎学力を測り、個別学力検査では、
「数学」、「理科」、「外国語（英語）」を課すことにより、自然科学分野における幅広い教養と
深い知識、応用力とともに、理解力、読解力、語学力を測る。面接及び調査書等の提出書類
では意欲、協調性、倫理観、コミュニケーション能力等を評価する。 

２．学校推薦型選抜 
学校長の推薦書、調査書、志願理由書並びに大学入学共通テスト、小論文、面接を総合し

て選抜を行う。大学入学共通テストでは幅広い基礎学力を測り、小論文では理解力、思考力
及び表現力を評価し、調査書等の提出書類と面接では地域医療への意欲、協調性、自己表現
力、リーダーシップ、倫理観、コミュニケーション能力等を評価する。 

３．第２年次学士編入学試験 
学力試験（第１次試験）の合格者に、第２次試験（小論文及び面接）を行い、第１次試験

の結果と総合して選抜を行う。学力試験では、大学教養教育修了程度の総合問題（生物学、
物理学、化学、統計学及び数学）及び外国語（英語）を課す。小論文及び面接では、意欲、論
理的思考力、問題解決能力、倫理観、コミュニケーション能力、協調性、リーダーシップ、自
己表現力等を評価する。
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アウトカム（DPを構成する要素）
1.豊かな教養と確固たる倫理観を身につけ、利他的かつ公正な態度で行動できる。
2.医師の職責を十分に自覚し、社会に対する責任を遂行できる。
3.自分自身の在りようを振り返り、自らの行為を客観的に捉えることができる。
4.患者に対して深い敬意と思いやりを持って接することができる。
発展し続ける基礎医学、行動科学、社会医学、臨床医学に関する以下の領域の知識を有し、それらを根拠に基づ
いて診療や研究に活用できる。
1.遺伝、発生
2.正常構造、機能、代謝
3.心理、行動
4.成長・発達、加齢、死
5.発病機構、病態
6.診断、治療
7.医学統計・疫学
8.地域医療・保健・福祉
9.医療安全・感染対策
1.患者の病歴聴取を正確に実施できる。
2.患者の身体診察を適切に実施できる。
3.基本的臨床手技や救急処置を適切かつ安全に実施できる。
4.診断計画を立案し実施できる。
5.適切な治療計画を立案し、治療に参加できる。
6.自らが担当する患者についてプレゼンテーションできる。
7.自らが担当する患者の医療文書や診療録を作成できる。
8.関連情報を分析し、EBMを実践できる。
9.医療安全や感染対策を理解し実践できる。
10.患者の抱える問題を臓器横断的に捉え診療できる。
11.患者背景に配慮し診療できる。
1.患者・家族の言葉を傾聴し、共感することにより、良好な関係性を築くことができる。
2.患者・家族に対して、適切な言葉遣いでわかりやすく説明できる。
3.医療チームのスタッフを尊重することにより、良好な関係性を築くことができる。
4.リーダーシップを理解し、多職種間連携に参加できる。
1.社会保障・医療保険制度・地域医療連携体制（救急・災害医療や在宅医療を含む）について説明できる。
2.地域医療に積極的に参加できる。
3.地域住民に対する健康増進、疾病予防、安全確保のための活動に積極的に参加できる。
4.災害医療に積極的に参加できる。
5.国際社会における保健医療と公衆衛生について説明できる。
1.医学・医療での未解決の課題を発見し、解決方法を考案できる。
2.医学研究で用いられる基本的研究手技を実施できる。
3.必要な医学・医療情報を英語により得ることができる。
4.実習・実験結果について論理的に考察し、プレゼンテーションできる。
5.科学的思考に基づいた批判・討論ができる。
6.医学・医療の発展のために、得られた研究成果を世界に発信できる。
7.国際的視野に立ち、医学・医療に関する課題について考察できる。
8.医療活動を通した国際協力に貢献できる。
9.研究倫理を理解したうえで研究を実施できる。
1.個人情報や情報セキュリティに関する法令を遵守し、臨床や研究の場で活用できる。
2.コンピュータを用いてデータを分析し、問題の解決に役立てることができる。
3.電子カルテの特性を踏まえて適切に活用できる。
4.医療AI（人工知能）の現状と課題を理解し、臨床や研究の場で活用できる。
1.医学・医療の進歩に関心を持ち、生涯にわたって自律的に学び続けることができる。
2.他の医療者と互いに教え、学びあうことができる。

DP8
生涯にわたって
自律的に学ぶ姿勢

DP7 情報・科学技術の活用

DP5 地域医療への貢献

医学部医学科　ディプロマ・ポリシーに基づくアウトカム一覧（2024年度以降入学者）

DP4
コミュニケーションと
多職種連携

DP6 科学的探究心と国際的視野

ディプロマ・ポリシー（DP）

DP1 プロフェッショナリズム

DP2
専門的な医学知識に基づく
問題対応能力

DP3
基本的診療技能に基づく
全人的医療

9



A. 医師としての倫理とプロフェッショナリズム
1.
2.
3.
4.
5. 同僚や後輩に対して助⾔や指導ができる。
6.
7.
8.

B. 医学知識と問題対応能⼒

1. 遺伝、発⽣ 5. 発病機構、病態
2. 正常構造、機能、代謝 6. 診断、治療
3. ⼼理、⾏動 7. 公衆衛⽣・疫学
4. 成⻑・発達、加齢、死 8. 地域医療・福祉・介護

C.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D.
1.
2.
3.
4.

E.
1.
2.

医療と関連する各種法令を理解し、それらを遵守することができる。

  医学部医学科のアウトカム(2023年度以前入学者)
（令和２年１⽉８⽇ 医学科・看護学科合同教授会承認）

豊かな教養と確固たる倫理観を⾝につけ、利他的かつ公正な態度で⾏動できる。
⼈々を尊重し、 社会に対して責任を遂⾏できる。
⾃分⾃⾝の在り様を通して、⾃らの⾏為を常に⾒極めることができる。

⾃らが担当する患者の医療⽂書や診療録を作成できる。

インフォームドコンセントや患者教育を実施できる。
医療情報管理・個⼈情報保護ができる。
患者に対して深い敬意と思いやりを⽰し、患者背景に配慮した全⼈的医療を実践できる。

発展し続ける基礎医学、社会医学、臨床医学、⾏動科学に関する以下の領域の知識を習得し、それらを根拠に
基づいて診療や研究に活⽤することができる。

診療の実践と医療の質向上
⽇々の診療において以下を継続的に実践し、医療の質向上をめざす。

患者の病歴聴取を正確に実施できる。
患者の⾝体診察を適切に実施できる。
基本的臨床⼿技や救急処置を適切かつ安全に実施できる。
診断計画を⽴案し実施することができる。
適切な治療計画を⽴案し、治療に参加できる。

関連情報を分析し、EBMを実践することができる。

コミュニケーションとチーム医療
患者・家族の⾔葉を傾聴し、共感することにより、良好な関係性を築くことができる。
医療チームのスタッフと良好な関係性を築くことができる。
リーダーシップを発揮しつつ、多職種間連携を円滑に⾏うことができる。
⾃らが担当する患者についてプレゼンテーションすることができる。

医療安全と感染対策
医療安全を適切に管理できる。
感染対策を適切に実施できる。
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F.
1.
2.
3.
4.
5.

G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

H.
1.
2.

保健・医療・福祉・介護の施設間や職種間での連携の必要性とその⽅法について説明できる。

地域医療への貢献
保険制度をはじめとした医療提供体制（救急医療や在宅医療を含む）について説明できる。

医療活動を通した国際協⼒に貢献できる。

地域医療に積極的に参加できる。
地域住⺠に対する疾病予防、健康増進、安全確保のための活動に積極的に参加できる。
災害医療に積極的に参加できる。

科学的探求⼼と国際的視野
医学・医療での未解決の課題を発⾒し、解決⽅法を科学的に考案することができる。
医学研究で⽤いられる基本的研究⼿技を実施できる。
実習・実験結果について論理的に考察し、プレゼンテーションすることができる。
ICTを活⽤して、英語により必要な医学・医療情報を得ることができる。
医学・医療の発展のために、得られた研究成果を世界に発信することができる。
科学的思考に基づいた批判・討論ができる。
国際的視野に⽴って医学・医療に関する課題について、考察することができる。

ICTも有効に活⽤し、病状・治療⽅針などを明確に患者・家族に伝えることができる。

⽣涯にわたって⾃律的に学ぶ姿勢
医学・医療の進歩に関⼼を持ち、⽣涯にわたって⾃律的に学び続けることができる。
他の医療者と互いに教え、学びあうことができる。
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日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
曜 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
1 ❤ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 月

●

2 ❤ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 月
●

3 ❤ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4 ❤ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ●
5 ❤ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ❤ ● ● ● ● ● ▲
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
1 ● ● ● ● 金

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ● ● ● ● 金

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4 ● ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ▲ ● ●
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
曜 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 月

● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 月

● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ △ ▲
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 （▲） （▲）

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
3 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
4 △ △ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 （△） （△）

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
曜 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
1 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ △ △ △ △ ◆ ◆
2 △ △ △ △ △ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯
3 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

△
☆
△

☆
△

☆
△

☆
△

4 ♯ ♯ ♯ ♯ ♯
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6

♯：地域医療体験実習Ⅰ（第２学年） ／ 地域医療体験実習Ⅱ（第４学年）　♪：附属病院体験実習　❤：定期健康診断

（凡例）
●：講義・演習・実習等　○：補講等　▲：定期試験　△：再試験　(▲)：共用試験等の試験　■：臨床実習（ローテーション）
□：臨床実習（アドバンス）　★：学外臨床実習　☆：研究室配属　◇：早期体験学習　◆：早期体験学習交流会

敬
老
の
日

秋
分
の
日

振
替
休
日

月

９
月

振
替
休
日

浜
松
医
科
大
学
交
流
会

月 備 考

７
月

海
の
日

7/8～19 Post-CC-OSCE対策実習（第
６学年）

7/17 月曜日の時間割で開講する
　（第1・2学年）

7/27,28 共用試験臨床実習後OSCE本
試験（第６学年）【予定】

8/5～9/6 地域医療体験実習Ⅱ（第４
学年）（※学生が選択した実習先で
期間内１週間）

8/13～9/13　早期体験実習（第１学
年）（※配属先別に期間内3～4日
間。）

8/24,25 共用試験臨床実習後OSCE
追・再・延期試験（第６学年）【予
定】

9/9～30 地域医療体験実習Ⅰ（第２
学年）（※配属先別に期間内１週
間）

9/26,27 早期体験実習交流会
　（第１学年）

月

８
月

山
の
日

憲
法
記
念
日

み
ど
り
の
日

こ
ど
も
の
日

振
替
休
日

昭
和
の
日

4/1～5 オリエンテーション
定期健康診断

4/1～5 履修登録期間
（第1・2学年）

4/2 入学宣誓式

4/2～5 新入生研修

4/15～19 履修確認・変更期間
（前期）（第1・2学年）

4/30 月曜日の時間割で開講する
　（第1・2学年）

5/9 金曜日の時間割で開講する
　（第1・2学年）

5/10 浜松医科大学交流会

6/1 第47回解剖体納骨慰霊法要
（比叡山延暦寺）（第３学年）

※第４学年の定期試験期間は、講義
日程の調整により前後に数日程度移
動する可能性がある。

令 和 6 （ ２０２４ ） 年 度　　医 学 部 医 学 科　　学 年 暦
（前　期）

月 備 考

４
月

月

６
月

月

５
月

2024/3/22
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令 和 6 （ ２０２４ ） 年 度　　医 学 部 医 学 科　　学 年 暦

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
1 金

◑ ● ● ◐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◑ ● ● ◐
2 金

◑ ● ● ◐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◑ ● ● ◐
3 ◑ ● ● ◐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ◑ ● ● ◐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 （▲） （▲）

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
曜 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ● ● 月

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3 ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ●
4 ● ● ●（▲）（▲） ● ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● （▲）

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ● ● ● ● ●
2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3 ● ● ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
4 （▲） ● ● △ △ (△) △ △ △ △ △ ● ● ● ● ● （△） ● ● ●
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
1 ● ● ● ● ● 月

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 月
● ● ●

2 ● ● ● ● ● 月
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 月

●
金
● ○

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4 （△） （△） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○
6
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
曜 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
1 ● ● 月

●
金
● ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △

2 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △
3 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ○ ○ ○ ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
6
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
1 △
2
3 △ △
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○
6

（凡例）
●：講義・演習・実習等　○：補講等　▲：定期試験　△：再試験　(▲)：共用試験等の試験　■：臨床実習（ローテーション）
□：臨床実習（アドバンス）　★：学外臨床実習　☆：研究室配属　◇：早期体験学習　◆：早期体験学習交流会
♯：地域医療体験実習Ⅰ（第２学年） ／ 地域医療体験実習Ⅱ（第４学年）　♪：附属病院体験実習　❤：定期健康診断

春
分
の
日

1/11,12 共用試験臨床実習前OSCE延
期試験（第4学年）【予定】

1/14 月曜日の時間割で開講する
　　（第1・2学年）

1/20～24 スチューデントドクター認
定式・オリエンテーション
　　　　　　　　　　（第4学年）

1/29 月曜日の時間割で開講する
　　（第1・2学年）

1/30 金曜日の時間割で開講する
　　（第2学年）

2/5 月曜日の時間割で開講する
　　（第1学年）

2/6 金曜日の時間割で開講する
　　（第1学年）

2/25,26 一般入学試験

3/10 卒業式
月

３
月

建
国
記
念
の
日

一

般

入

学

試

験
設

営

月

２
月

成
人
の
日

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

天
皇
誕
生
日

振
替
休
日

一
般
入
学
試
験

月 備　　　　　考

１
月

元
日

共
通
テ
ス
ト
設
営

勤
労
感
謝
の
日

（後　期）

月 備　　　　　考

1
0
月

ス
ポ
ー
ツ
の
日

若
鮎
祭

10/1 創立記念日
開学50周年記念行事のため、金曜日
の時間割で午後のみ開講する（第1～
4学年）

10/2,3　卒業試験（第6学年）【予
定】

10/4(午後) 開学50周年記念行事

10/7～11 履修確認・変更期間
（後期）（第1・2学年）

10/24 第50回解剖体慰霊式
（第1・2学年）※午後は開講する

10/31 午前中開講する（第１・2学
年）

11/6 月曜日の時間割で開講する
　（第2学年）

11/7.8 共用試験CBT【予定】
　　　　　　   　（第４学年）

11/30，12/1 共用試験臨床実習前
OSCE本試験（第４学年）【予定】

12/6 共用試験CBT追・再試験（第4学
年）【予定】

12/16～20 附属病院体験実習
　　　　　　　　　（第1学年）

12/22 共用試験臨床実習前OSCE追・
再試験（第4学年）【予定】

月

1
1
月

文
化
の
日

振
替
休
日

月

1
2
月

2024/3/22

13



Ⅰ．滋賀医科大学での学修について 

 
１．大学での学修とは 

 大学の授業科目、単位数、履修年次（どの学年で履修するか）を体系的に編成したものを 
「カリキュラム」といいます。所属する学部・学科のカリキュラムに沿って学習を進め、 
最終的に、定められたカリキュラムの授業内容を修得することが、大学での学修の目的です。
カリキュラムは入学年度別に定められており、原則として卒業まで変更はありません。 

 各学部学科のカリキュラムに沿って配置された授業科目の受講を大学に申請することを 
「履修登録」、授業を受け、試験に合格するなどして単位を得ることを「単位を修得する」
といい、この「履修登録」から「成績評価を受ける」までの一連の流れを「履修」といいま
す。 

 
 

２．「単位制」とは 
 大学の学修には「単位制」が導入されています。「単位制」とは、卒業するためには、在学年

限内に所定の「単位」を修得しなければならないという制度です。これは極めて厳格なもの
で、たとえ 1単位であっても不足すると卒業できません。卒業に必要な単位数は、医学部医
学科（2024年度入学生）では、194単位の学修としています（詳細は p.17参照）。 

 「単位」とは、学修の成果を量的に表したものです。授業科目を履修し、毎回の受講態度、
小テスト、定期試験又はレポート、その他必要と認める学習作業の結果等によって、担当教
員が当該授業科目に定める学修目標に合格したと判断したとき、所定の単位が与えられます。 

 単位数は、それぞれの授業科目ごとに定められており、大学設置基準に規定される１単位の
認定に必要な標準学修時間は「45時間の学修」となっています。 
本学では、１コマの授業が 90 分で構成されているため、１コマ当たり２時間ⅰ）の学修を提
供していることとなります。また、本学の授業は、原則８回又は 15 回の開講となっていま
すので、例えば２単位（45時間×2＝90時間の学修が必要）が設定されている授業科目では、
30 時間（２時間×15 回）の授業内学修時間に加え、60 時間（90 時間－30 時間）の授業外
学修時間が必要になります。そのため、授業前の自主的な予習や授業後の復習、授業で毎回
課されるレポート課題や小テストのための自習が必須になります（図１参照）。 

 大学では、中等教育段階（中学校・高等学校等）までと異なり、自らの学修経験を自分自身
でデザインする能力が必要です。「シラバス」には授業科目ごとに予習・復習のための「ヒン
ト」が掲載されていますが、どうやって学修を進めればよいか迷った場合は、授業担当教員
や学年担当教員、学務課窓口まで気軽にご相談ください。 

 
 
ⅰ）単位計算上の１時間は、「45分」として扱うことになっているため、「90 分」の授業は２時間扱いとなり

ます。「単位計算上の１時間が厳密な１時間ではないのはなぜか」について、履修要項では詳しく触れま
せんが、気になる方は「アカデミック・アワー」というキーワードで検索してみてください。 
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図１：「２単位」に含まれる学修の内訳 

 
 

３．授業科目の種類と配置 

 各授業科目は、卒業要件として必ず履修・修得しなければならないか否かによって、以下の
３つに区分されます。 

必 修 科 目 必ず履修し、単位を修得しなければならない科目 

選択必修科目 
指定されたいくつかの科目の中から選択履修し、各学部・学科所定の
単位数を必ず修得しなければならない科目 

選 択 科 目 自由に選択履修し、必要単位数を修得する科目 

 
 授業科目には、それぞれ「配当学年」が設定されています。「配当学年」とは、それぞれの授

業科目を履修できる学年のことで、６年間の学修を系統的に行えるよう、カリキュラムに基
づいて定められています。配当学年は、p.37-56「授業科目一覧」を参照してください。 

 医学部医学科の授業は、低学年での学修内容をすでに修得していることを前提とし、その上
に新たな知識を積み上げていくように授業を進めていきます。すべての授業科目が上位学年
で開講される授業科目の前提知識になっていることを意識して学修してください。 

  

15



４．医学部医学科の教育課程について 

（１）カリキュラムの特徴 

 学修成果基盤型教育（アウトカム基盤型教育 Outcome-Based Education（OBE）） 
医学部医学科では、学生が卒業時までに身につけておくべき知識・技能・態度に関する能力（ア
ウトカム）を卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に基づいて策定し、それを達
成するようにカリキュラムを含む教育全体を作成する学修成果基盤型教育（アウトカム基盤型
教育）を行う（アウトカムは p.9-11参照）。 

 プロフェッショナリズム教育 
医学部医学科では、医師・医学研究者に求められる高い倫理観を涵養するために、プロフェッ
ショナリズム教育を第１学年から第６学年まで段階的にかつ継続して行う。第１学年では、医
学概論 I・II、早期体験学習、附属病院体験実習、全人的医療体験学習Ⅰなどの講義（小グルー
プによる討論会形式、ロールプレイ形式を含む）や実習を行い、医療や福祉のさまざまな実践
活動に触れ、医療者として相応しい人間性、高い倫理観や能動的学習態度を身につけることを
目指す。 
第２学年では、地域医療体験実習 Iにおいて、地域で展開されている医療・保健・福祉の現場
に参加し体験することにより、地域医療の実際について学び、かつ医療人に求められている職
責について自覚する。また、倫理学では、生命倫理に関する諸問題について深く考える機会と
する。 
第３学年から第４学年における医の倫理 I・II・III（講義、小グループによる討論会形式、ロー
ルプレイ形式）では、医学研究領域及び医療領域における社会的・倫理的な課題（医師患者関
係、生命倫理、緩和医療など）について学び、自ら深く考える機会とする。さらに、社会医学
フィールド実習を通して、医師に求められている疾病発症予防や健康増進に関わる職務・役割
について学ぶ。地域医療体験実習Ⅱでは、地域医療体験実習 Iで学んだことをさらに発展させ
る。 
第４学年から第６学年における臨床実習（ローテーション）、臨床実習（アドバンス）及び学
外臨床実習では、疾病に関する知識、基本的な診療技術に加え、患者さんに深い敬意と思いや
りを持ち、また医療チームのスタッフと良好な関係を築き医療を実践していく能力を育成する。 

 診療参加型臨床実習（クリニカルクラークシップ） 
第４学年において、医療系大学間共用試験実施評価機構による客観的能力試験である共用試験
医学系 CBT 及び共用試験医学系 OSCE（臨床実習前 OSCE）を実施し、診療参加型臨床実習
を行うに必要な知識・技能・態度を有するかを全国レベルで評価を行う。合格者は、第４学年
から第６学年における臨床実習（ローテーション）、臨床実習（アドバンス）、学外臨床実習を
行い、診療チームの一員として医師として必要な高い倫理観や疾病に関する知識、基本的な診
療技術や態度を学ぶとともに、第６学年において実施する臨床実習後 OSCE（Post-CC OSCE）
により、診療参加型臨床実習で身につけた知識・技能・態度を評価する。 

 医学知識、問題対応能力およびコミュニケーション能力 
臨床医学の各分野は、系別統合講義として臓器別にまとめ、関連する基礎医学講座や臨床医学
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講座が連続して講義を行う。また、少人数能動学習では、具体的な症例に基づき課題発見能力、
問題解決能力、能動的学習態度やコミュニケーション能力を養成することを目指す。 

 科学的探求心 
医学・医療の発展のための医学研究の重要性を理解し、科学的探求心（リサーチマインド）を
養うために、学生自らが研究活動に従事する実習科目を行う。基礎医学研究入門Ⅰ・Ⅱ（第１
学年／第２学年、選択）は、本学独自の取組みである「研究医養成コース」と連携した授業科
目であり、実際に研究医養成コースに参加し、基礎医学講座・研究センターにおいて研究活動
を行いながら、入学後早い段階から医学研究への興味を涵養し、研究に必要な知識や技能の修
得を目指す。 
研究室配属（旧・自主研修）（第３学年の８～９月、必修（※平成 28年度以前入学者は、第４
学年の８～９月、必修））では、学内研究施設に加えて、国内研究施設や海外の研究施設で最
低４週間の研究活動を行い、その成果を論文形式でまとめる。なお、その成果は学内、学外の
研究会などで発表することを強く推奨している。また、国内の分子細胞生物学、神経科学、遺
伝学、生理学、生化学、免疫学、臨床医学の各分野のトピックスについて第一人者の先生方に
紹介していただく医学特論を第１学年に開講しており、医学研究の醍醐味を味わえるよう企画
している。 

 医学教育モデル・コア・カリキュラムへの準拠 
医学部医学科のカリキュラムは、「医学教育モデル・コア・カリキュラム（平成 22 年度改訂
版・平成 28 年度改訂版・令和 4年度版）」を参考にしており、モデル・コア・カリキュラム
に示された教育内容・項目との対応を確認のうえ、それに準拠した授業科目・内容をカリキュ
ラムに配当している。 

※【参考】「医学教育モデル・コア・カリキュラム（令和 4 年度改訂版）」（文部科学省） 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/116/toushin/mext_01280.html 

（２）教育課程・修了要件・授業科目一覧 
医学科学生の教育課程・修了要件・授業科目は、入学年度によって異なっています。下表を 
確認のうえ、自身に適用される教育課程等をご確認ください。 

入学年度 教育課程 修了要件 授業科目 
2024年度 p.31 194単位 p.37-38 

2023年度 
（学士：2024） 

p.32 61単位+5686時間 p.39-42 

2021・2022年度 
（学士：2022・2023） 

p.33 63単位+5700時間 p.43-44，p47-48 

2019・2020年度 
（学士：2020・2021） 

p.33 63単位+5700時間 p.45-48 

2017・2018年度 
（学士：2018・2019） 

p.34，35 74単位+5488時間 p.49-52 

2016年度以前 
（学士：2017年度以前） 

p.34，36 92単位+5280時間 p.53-56 
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（３）研究医養成コース 
 「研究医養成コース」とは、実際の医学研究活動を体感するため、興味のある研究室の一員

となり、教員の指導の下、医学研究に従事することが出来るコースです。当コース参加学生
は、技術セミナーや輪読会など色々な学内セミナーに参加することができるほか、研究の進
捗によっては、学会発表や論文執筆を経験することもできます。 

 なお、「課外活動」という位置付けになるため、「絶対に研究医にならないといけない」わけ
でも「放課後は絶対に研究室にいかないといけない」わけでもなく、自分のペースで研究活
動を行い、在学中に学会発表を行うことができます。 

 また、研究医養成コース（登録研究医コース）に通算 3 年以上在籍し、「筆頭著者で論文執
筆」または、「筆頭演者で学会発表」を行うことで、研究医養成コースを修了が認定され、学
長から認定証書が授与されます。 

 研究医養成コースに興味がある方は、「基礎医学研究入門Ⅰ・Ⅱ」を履修する、又は、学務課
までご相談ください。 

 
≪PhD-MD制度とは？≫ 
PhD-MD 制度とは、医学部医学科第４学年修了後ただちに大学院医学系研究科博士課程に進学
して、博士号の学位（PhD）を取得した後、本人の意思により医学部医学科第５学年に復学して
臨床医を目指す、あるいは基礎系研究者となる道のいずれかを選択できる制度のことです。 
３年間での大学院医学系研究科博士課程修了を目指し、主指導教員、副指導教員、関連教員によ
る研究指導に加え、領域を超えて指導が受けられるよう配慮します。また、ティーチングアシス
タント制度により、就学援助ならびに研究指導者としての資質も高めます。その他、研究医養成
コースと連動した奨学金制度等の活用により、生活援助を実施します。 
 

（現行制度） 

 
（PhD-MD制度） 

 

医学部医学科 臨床研修 大学院医学系研究科博士課程 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ２年間 １年 ２年 ３年 ４年 

医学部医学科 大学院医学系研究科博士課程 ２つの選択肢 

１年 ２年 ３年 ４年 １年 ２年 ３年 (4年) 

医学部医学科 臨床研修 

５年 ６年 ２年間 

研究者 

（PhD-MD制度では、大学院医学系研究科博士課程を３年間で修了するよう、学生に奨励する。） 
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（４）地域医療重点コース 
 地域医療重点コースは、地域医療枠・地元医療枠で入学した学生が所属するコースで、一般

入学生よりも一層地域医療を重視した教育を計画しています。 
 当コースの学生は、夏季休暇中に企画される地域医療教育研究拠点における地域医療実習や

滋賀県庁等の行政機関の見学実習、その他各種セミナーが用意されています。 
また、特定の授業科目について、一般入学生とは一部異なる取扱いが適用される場合があり
ます。詳細は、入学時に実施される地域医療重点コースのオリエンテーションにおいて確認
してください。 

 
（５）数理・データサイエンス・AI教育プログラム 
 近年、ビッグデータの利活用、バイオインフォマティクス、画像診断、病理診断など、最新

の医学・医療の分野においても、数学・統計学・データサイエンス・情報科学・AI・機械学
習の理論や技術等が応用されています。医学部の学生が将来医療現場に出たとき、これらの
理論・技術を正しく理解することで、活用の幅が拡がると共に、新しい医療技術を生み出す
ことが期待されていると言えるでしょう。 

 これらの状況を受け、本学医学部教育の正規課程においては、学生の数理・データサイエン
ス・AIへの関心を高め、かつ、数理・データサイエンス・AIを適切に理解し、それを活用す
る基礎的な能力を育成することを目的として、数理・データサイエンス・AIに関する知識及
び技術について体系的な教育を企画しています。 

 なお、詳細なカリキュラムは以下の HPにおいてそれぞれ公開していますが、すべて正課課
程の必修科目となっていますので、卒業と同時に修了することが可能となっています。 

 また、以下の教育プログラムのうちリテラシーレベルのプログラム（「医療人育成を目指し
た数理・データサイエンス・AI 教育プログラム」）は、令和 3年 8月、内閣府・文部科学省・
経済産業省により、「数理・データサイエンス・AI教育プログラム（リテラシーレベル）」に
認定されています。 

 
レベル 詳細 

リテラシーレベル 
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-
support/distinctive-programs#suuri 

応用基礎レベル 
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-
support/education/math-ds-ai 

 

 
認定期限：2026年 3月 31日 
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Ⅱ．履修について 
 

１．履修計画の立案について 

 大学では、各学生がカリキュラムにそって履修計画を立て、受講したい科目を選択します。
履修登録は、学生用 Web サービスから行いますので、教務ガイダンスの説明や「履修の手
引き」を参考にして履修期間の間に各自で登録作業を行ってください。 
（必修科目は予め登録された状態となっています） 

 カリキュラムについてよく理解のうえ、下記(1)～(3)に沿って履修計画を立ててください。 
登録されていない授業科目は履修できません。 

 
(1) 当該年次の配当授業科目を確認する。 

p.37-56に掲載する「授業科目一覧」によって自らが在籍する学年に配当された授業科目を 
確認してください。 

(2) 各授業科目の講義内容を確認する。 
『講義概要（シラバス）』（学生用Webサービスの「Webシラバス > シラバス検索」から
アクセス可能）から、各授業の詳しい授業計画をよく確認してください。 

(3) 学生用Webサービスから履修登録を行う。 
まずは、自分の履修時間割にすべての必修科目が表示されているかを確認してください。 
選択科目については、p.37-56に掲載する「授業科目一覧」に示すとおり、各学年で履修を
要する単位数が定められていますので、よく確認して履修計画を立ててください。 
なお、「授業科目一覧」以外に、環びわ湖大学・地域コンソーシアム及び放送大学が提供す
る単位互換対象授業科目から授業科目を選択することもできます。詳細は後述の「２．単位
互換制度」をご確認ください。 
また、単位互換対象授業科目を含めて履修登録できる科目数には上限がありますので、後述
の「４．キャップ制」を確認してください。 

※第３学年以上は、すべての履修科目が必修科目になるため、個別の履修登録は不要です。 
 
 
≪履修登録の変更≫ 
履修登録した授業科目について、諸般の事情により履修登録を変更する必要が生じたときは、
履修確認・変更期間内に限り、「履修登録変更届」の提出によって変更することができます。
ただし、単位互換制度により履修登録した授業科目については、履修を変更することはできま
せん。詳細な手続きは年度ごとに通知します。 
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２．単位互換制度について 

本学と単位互換協定を締結した大学（放送大学、環びわ湖大学・地域コンソーシアム）において、
この制度により修得した単位は、本学の単位として認定されます。 
ただし、卒業に必要な単位として認定される単位は 2科目 4単位までとしていますので、別途通
知される要項を熟読してください。 

 
 

３．既修得単位等の認定 

本学では学則第 40条、第 41条及び第 42条により、他の大学、短期大学又は大学以外の教育施
設において修得した単位等を５科目 10 単位までの範囲で卒業に必要な単位として認定できる制
度があります。申請時期は毎年 3月下旬頃としていますので、予め申請に必要な次の書類を用意
しておいてください。 

・単位認定申請書（HPからダウンロード） 
・単位等を修得したことがわかる成績証明書等 
・単位等を修得した授業科目等の講義概要等 

 
 

４．キャップ制について 

 「キャップ制」とは、大学設置基準第 27条の２（「大学は、学生が各年次にわたって適切に
授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年
間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなけ
ればならない。」）に基づく制度であり、「１単位あたりの学修時間を前提にした際に１年間
に履修できる上限単位」を超えた履修をすることにより、学生が修得する単位数と学修時間
に相違が生じないようにすることを目的とした制度です。 

 本学医学部医学科では、第１・２学年において以下のとおり上限単位数を設定していますの
で、履修の際にはこれに注意して履修計画を立ててください。 

【2024年度入学者】 
学年 履修上限単位数 

第１学年 34.5単位（必修 28.5単位+選択 6単位） 
第２学年 37.5単位（必修 31.5単位+選択 6単位） 

 
【2023年度入学者】 

学年 履修上限単位数 
第１学年 58単位（必修 49単位+選択 9単位） 
第２学年 18単位（必修２単位+選択 16単位） 
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Ⅲ．授業について 
 

１．授業時間・欠席の取扱い等 

（１）授業期間・授業時間 
 授業は、「前期」「後期」の２学期に分けて開講され、授業・試験の大まかな日程は「学年歴」

（p.12-13）に記載のとおりです。 
 授業時間は、下表のとおりとし、各開講時間に開講している授業科目の一覧（授業時間割）

は p.57-58に掲載しています。 

 授業時間 
（全学年） 

１限目  8：50～10：20 
２限目 10：30～12：00 
昼休み  
３限目 13：00～14：30 
４限目 14：40～16：10 
５限目 16：20～17：50 

 
（２）授業教室 
各授業科目のシラバスや、「学生用Webサービス」上で確認できるスクールカレンダーに掲載さ
れています。授業教室が変更になる場合は、随時「学生ポータルサイト」及び「学内メール」で
伝達しますので、毎日必ず確認してください。 

 
（３）休講・補講 
授業が休講になる場合は、「学生ポータルサイト」及び「学内メール」で伝達します。 
休講情報がないにもかかわらず、授業開始から 20 分以上経過しても担当教員が来ない場合は、
学務課学部教育支援係に問合せてください。 
また、休講となった授業に対しては、補講を行います。補講に関する情報は、授業担当者からの
連絡、又は「学生ポータルサイト」及び「学内メール」で伝達しますので随時確認してください。 

 
（４）授業の欠席 
本学では、特定の理由による欠席を認める「公欠制度」は設けておりません。ケガ・病気・学校
感染症による出席停止・忌引きなどで授業を欠席する場合は、当日、又は次回の授業時に欠席理
由が把握できるものを直接担当教員に提示又は説明し、指示を受けてください。 
なお、欠席が１週間以上の長期的な場合は、学務課学部教育支援係（077-548-2068・2069）へ
連絡を入れたうえで、本学 HPに掲載する「欠席届」に必要事項等を記入のうえ、提出してくだ
さい（欠席届の提出は後日でも構いません。）。 
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２．非常時・緊急時における授業・試験の取扱い 

 台風等の異常気象時や非常時における授業（講義、演習、実習等。以下同じ。）、試験の取扱
いは、原則として次のとおりです。 

(1) 特別警報又は暴風警報が発せられた場合 
滋賀県南部に特別警報又は暴風警報（以下「警報」という。）が発令された場合は、授業、
試験を休止します。 
ただし、午前６時までに警報が解除された場合は、当日の午前から平常どおり授業、試験を
実施します。また、午前 10時までに警報が解除された場合は、当日の午後から授業、試験
を実施します。午前 10時を過ぎても警報が解除されない場合は、当日の授業、試験をすべ
て休止します。 

(2) 交通機関が運休した場合 
JR 西日本・琵琶湖線が災害等により全面運休した場合及び同線が運行している場合におい
ても京都以西の全ての交通機関が運休した場合は、授業、試験を休止します。 
ただし、午前６時までに交通機関が運行された場合は、当日の午前から平常どおり授業、試
験を実施します。また、午前 10時までに交通機関が運行された場合は、当日の午後から授
業、試験を実施します。午前 10時を過ぎても交通機関が運行されない場合は、当日の授業、
試験をすべて休止します。 

(3) 臨床（臨地）実習等における学外施設訪問時の取扱い 
実習（訪問）先の指導者と相談のうえ、帰学、一時待機、宿泊等を決定し、「災害・事件・
事故等の危機管理体制（学生用）」により大学へ連絡してください。 

(4) その他 
上記のほか、緊急時等のやむを得ない場合は、学長の判断により措置します。 
なお、休止となった授業、試験の取り扱いについては、別途通知します。 
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Ⅳ．試験・レポートについて 
 

１．定期試験の種別 

試験種別 説明 

定期試験 授業科目の修得認定審査のため、学期末に期間を定めて実施する試験 

追試験 
病気その他やむを得ない事由により定期試験又は再試験を欠席した者で 
あって、「追試験願」により正当な理由と認められた者に対して行う試験 

再試験 定期試験又は定期試験の追試験において不合格となった者に対して行う試験 

＊表に掲げる試験のほか，担当教員は中間試験を随時行うことができる。 
 
 

２．定期試験の受験上の注意 

(1) 試験日程は、学期ごとに通知するため、万が一試験科目が同時刻に重複する者は、学務課 
学部教育支援係へ申し出てください。 

(2) 試験の欠席については、やむを得ない場合を除き、必ず学務課学部教育支援係（077-548-
2068・2069）と授業担当教員へ連絡してください。 

(3) 試験開始 20分以後の遅刻者は、試験室への入室を許可しません。 
(4) 試験開始 20分以上経過するまでは、試験室からの退室を許可しません。 
(5) 試験室では、各自の指定された席についてください。 
(6) 特に持ち込みを許可された場合を除き、筆記用具以外のものを机上においてはいけません。 
(7) 定期健康診断を受けなかった者は、学生健康診断規程第７条の規定に基づき、その年度の 

試験を受けることができません。 
(8) 万が一不正行為があれば、後述の「４．不正行為」に記載のとおり厳重に処分します。 

 
 

３．追試験・再試験の受験 

 追試験を受けようとする者は、原則として該当する試験の実施日から１週間以内に定期試験
を受験できなかった事由を証明する書類を付して「追試験願」を学務課へ提出してください。 

事由 証明書類 
病気 医師の診断書等（通院・入院・安静期間などの記載のあるもの） 
忌引 
※法事は含まない 

・死亡に関する公的証明書 
・葬儀に参列したことを示す会葬礼状（日付が明記されているもの） 

就職試験 就職試験の受験を証明するもの（受験票では不可） 
自然災害 官公庁による被災証明書 
交通関係（遅延） 交通機関などの証明書（通学路線に限る。） 
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 必修科目の定期試験に不合格であった者に対しては、再試験が行われます。 

再試験の該当者及び試験日程については、「学生用Webサービス」及び「学内メール」にて
通知しますので、各自で確認のうえ受験してしてください。再試験の評価は、進級判定終了
後に発表されます。 

 各学年所定の授業科目を合格又は修了しなければ、次学年に進級できなくなります。 
進級・留年に関する詳細は、「国立大学法人滋賀医科大学医学部医学科授業科目の試験及び
進級取扱内規」を熟読してください。 

 
 

４．不正行為 

 試験に際し、自己又は他人のために不正行為を行った者に対しては、不正行為の内容・程度
に応じて「当該試験科目を不合格」、「学期又は学年の試験をすべて無効」、「懲戒処分（退学 
or 停学 or 訓告）」など厳重に処分します。 

不正行為一覧 
① 試験監督者の指示に従わないこと。 

② カンニングをすること。 
（カンニングペーパー・許可された以外の参考書・他の学生の答案等を見ること。） 

③ 許可された物以外を使用して問題を解くこと。 

④ 携帯電話の携行や、監督者が認めた物以外の物品を机上又は机中に置くこと。 

⑤ 試験中に監督者の許可なく解答用紙のほか物品・ノート等を貸借すること。 

⑥ 机上等への書込みを行うこと。 

⑦ 身代わり受験を行うことや、他の学生に答えを教えること。 

⑧ 他の学生の迷惑となる行為をすること。 

⑨ その他、試験の公平性を損なう可能性のある行為をすること。 

 
 なお、レポートの剽窃（コピー＆ペースト、不適切な引用）についても同様の取扱いとなり

ます。他人の発言や文章に拠った場合は、必ず引用元を記載してください。そうでない場合
は、剽窃（他人の文章を盗むこと）と判断され、不正行為となりますので、ご注意ください。 
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Ⅴ．成績評価について 
 

１．成績評価の基準 

各授業科目の単位は、実習科目を除き、主として試験の成績により与えられ、次の５種の評語に 
より表わし、可以上を合格とします。 
 

秀（90～100点）、優（80～89点）、良（70～79点）、可（60～69点）、不可（60点未満） 
 
 

２．GPA制度 

 学生の学修意欲の増進及び学修成果の明確化、並びに教員による学生への学習指導の促進を
図り、教育の質の向上を果たすことを目的として、GPA制度を導入しています。 

 GPA とは，成績の評価に係る５種の評語に対してそれぞれ４～０の Grade Point（成績評価
値。以下「GP」という。）を付与し、それをもって計算した各学生の履修科目の成績評価に
係る GPの総和を基に算出した、１単位あたりの平均値です。 

 

 成績の評価に係る５種の評語に対してそれぞれ付与する GPは、次のとおりとします。 

成績評価 GP 素点 評語（和文） 評語（英文） 
90～100点 秀 A+ ４ 
80～89点 優 A ３ 
70～79点 良 B ２ 
60～69点 可 C １ 
～59点 不可 F ０ 

 
≪専門教育科目の取扱い≫ 

2023年度以前の入学者（2024年度以前の第 2学年学士編入学者）については、医学科の専門
教育科目については、単位制ではなく授業時間制を採っているため、当該科目については、そ
の所定の授業時間数を、講義及び演習については 15 時間、実験については 30 時間及び実習
については 45 時間の授業の時間をもってそれぞれ１単位に仮に換算（以下「換算単位数」と
いう。）のうえ、GPA を計算しています。 
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≪GPAの算出対象科目について≫ 
GPA の算出対象科目は、本学において開講するすべての授業科目及び単位互換制度により履
修可能なすべての授業科目とします。ただし、履修確認・変更期間内に履修取消を行った科目
及び次の授業科目は算出対象科目には含みません。 

１．成績を「合格」で評価する科目 
２．他大学等で修得した単位であって、本学の単位として「認定」した科目 
３．その他特別の事情により対象に含まないことを学部教育部門会議にて決定し、予め学生

へ通知した科目 

≪再履修した授業科目の取り扱いについて≫ 
留年等の理由により再履修した授業科目であって、当該科目が算出対象科目である場合は、 
過去に得た成績の評価も GPA の算出に含めます。 

 
 

３．成績の通知 

 学生個人の成績は、学生用Webサービスにて通知しますので各自でご確認ください。 
 学生への GPA の通知は、学生用Webサービス及び学業成績通知書にて行います。 

なお、GPA は、進級・卒業の要件としては定めません 
 
 

４．成績評価に係る異議申し立て 

 成績評価に係る異議は、次のいずれかに該当する場合に限り、申し立てることができます。 
① 成績の誤記入等、明らかに担当教員の誤りであると思われるもの。 
② シラバス等によりあらかじめ周知している成績評価の方法から、明らかに逸脱した評価

であると思われるもの。 

 次のいずれかに該当する場合は、異議を申し立てることはできません。 
① 成績評価の理由や根拠についての異議を含むもの。 
② 進級判定や卒業判定の結果を覆すことを主たる目的とするもの。 
③ その他自己都合によるもの。 

 異議申し立ての手続きは、次のとおりです。 
① 成績評価に係る異議を申し立てようとする者は、当該成績評価が開示された日の翌日か

ら原則として３日以内に、「成績評価に係る異議申立書（様式）」を学務課学部教育支援
係へ提出してください。 

② 異議申し立てへの回答に対して、再度異議を申し立てることはできません。 
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Ⅵ．学籍について 
 
 修業年限 
医学部医学科の修業年限は、６年とする。 

 
 在学年限 
医学部医学科の在学は、12年（第２年次編入学者にあっては 10年）を超えることができない。
ただし、第１年次及び第２年次、第３年次及び第４年次並びに第５年次及び第６年次の各２学
年において在学できる年限は、それぞれ４年（第２年次編入学者にあっては、第２年次から第
４年次までの３学年において在学できる年限は６年）を超えることができない。 

 
 休学 
・休学期間は１年以内とするが、特別の理由がある場合は１年を限度としてその期間を延長 
することができる。休学を希望する者は「休学願」を、休学期間の延長を希望する者は「休
学延長願」を別途通知する期間中に学務課まで提出すること。 

・休学期間は通算して４年（２年次編入学者にあっては３年）を超えることができない。 
・休学期間は，在学期間に算入せず、授業料の支払義務は生じない。 

 
 復学 
休学期間内に復学しようとするときは、「復学願」に休学の事由を阻却する証明書等（診断書
等）学長の許可を受けなければならない。 
 

 退学 
退学を希望する者は、「退学願」にてその事由を申し出、学長の許可を受けなければならない。 
願出は、遅くとも退学希望月の１ヶ月前までに提出することとし、学年担当教員や学務課に事
前相談すること。 

 
 除籍 
次に示す者は、教授会の議を経て、学長が除籍する 

(1) 入学料の減免を申請した者のうち、減免が不許可になった者又は一部免除が許可になった
者で、入学料を所定の期日までに納付しない者 

(2) 入学料の徴収猶予を申請した者のうち、徴収猶予が許可若しくは不許可になった者で、 
入学料を所定の期日までに納付しない者 

(3) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 
(4) 在学年限を超えてなお成業の見込みのない者 
(5) 休学上限期間を超えてなお修学できない者 
(6) 長期間にわたる行方不明等により、成業の見込みのない者 
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【社会科学・社会医学】
【倫理教育】

【臨床実習】 【英語】

滋賀医科⼤学医学部医学科履修系統図（2024年度⼊学者）

ディプロマ
ポリシー

細胞⽣物学
基礎

分⼦⽣物学
基礎

⽣物学実習

⼒学・熱⼒学

波動・
電磁気学

物理学実習

物理化学基礎

有機化学基礎

化学実習

数理科学Ⅰ
（解析）

数理科学Ⅱ
（線形代数）

情報科学

プロフェッショナリズム基礎アカデミックスキル

医学教養科⽬

外 国 語 科 ⽬

専⾨基礎科⽬Ⅰ

専⾨基礎科⽬Ⅱ

専 ⾨ 科 ⽬ Ⅰ

専 ⾨ 科 ⽬ Ⅱ

専 ⾨ 科 ⽬ Ⅲ
凡例

英語
Ⅰ

英語
ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ
Ⅰ

英語
Ⅱ

英語
ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ
Ⅱ

早期体験実習

地域医療
体験実習Ⅰ

附属病院
体験実習

哲学⼊⾨⽂化⼈類学

社会学 医学概論Ⅰ

医学概論Ⅱ

医学・⽣命科学⼊⾨基礎⼈体機能構造学

⽣化学序論

代謝⽣化学

核酸・病態
⽣化学

⼈体解剖学

組織学

神経解剖学

神経形態学 発⽣学

病態発⽣学Ⅰ/Ⅱ薬理学

臓器⽣理学
Ⅰ/Ⅱ

細胞⽣理学

免疫学

微⽣物・
感染症学 腫瘍学 遺伝・

ゲノム医療学

数理科学Ⅲ
(確率・統計)

データサイエ
ンス・AI⼊⾨

研究室配属

⽣命倫理学

医療倫理学Ⅰ

認知⾏動科学
Ⅱ

認知⾏動科学
Ⅰ

法学

経済学診断学序論 循環器系 呼吸器系 神経系

眼・視覚系 ⽿⿐・咽喉
・⼝腔系 精神系 ⾎液系

腎･尿路系⽪膚･
組織再建系筋･⾻格系内分泌･代謝系

⽣殖系

医学英語Ⅰ

医学英語Ⅱ消化器系

総合診療・
家庭医療学

救急・
集中治療学

放射線
医療学

臨床検査・
薬物治療学

⿇酔・緩和
医療学

医療安全・
感染対策系成⻑・発達系 医療倫理学Ⅱ

医療倫理学Ⅲ

社会医学
ﾌｨｰﾙﾄﾞ実習

法医学

公衆衛⽣学

社会医学特論

地域医療
体験実習Ⅱ

臨床診断学

臨床実習⼊⾨

学外臨床実習A・B

臨床実習Ⅱ

臨床実習Ⅰ

︻
選
択
科
⽬
︼

１．プロフェッショナリズム ２．専⾨的な知識知識に
基づく問題対応能⼒

８．⽣涯にわたって
⾃律的に学ぶ姿勢７．情報・科学技術の活⽤６．科学的探究⼼と

国際的視野

４．コミュニケーション
と多職種連携

３．基本的臨床技能に
基づく全⼈的医療

５．地域医療への貢献

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

基
礎
医
学
研
究
⼊
⾨
１
・
２

全
⼈
的
医
療
体
験
学
習

⾃然科学⼊⾨

実線：必修科⽬

破線：選択科⽬ ：「数理・DS・AI時代の医療⼈育成教育プログラム」対象科⽬

医療情報学

英語
Ⅱ

英語
ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ
Ⅱ
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︻ ⾏ 動 科 学 教 育 ︼︻ EBM 教 育 ︼︻ キ リ ア 教 育 ︼︻ 地 域 医 療 教 育 ︼

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

地
域
医
療

体
験
実
習
Ⅰ

医
学
概
論
Ⅰ
・
Ⅱ

総
合
診
療
・
家
庭
医
療
学

地
域
医
療
体
験
実
習
Ⅱ

学
外
臨
床
実
習

A・
B

臨
床
実
習
Ⅰ

地
域
医
療

体
験
実
習
Ⅱ

医
学
概
論
Ⅱ

学
外
臨
床
実
習

A・
B

研
究
室
配
属

別
添
_教

育
⽬
的
別
履
修
系
統
図
（
20
24
年
度
⼊
学
者
）

医学
・⽣

命科
学⼊

⾨
診
断
学
序
論

学
外
臨
床
実
習

A・
B

研
究
室
配
属

診
療
所
・
市
中
病
院
・
⾏
政

な
ど
の
実
践
か
ら
地
域
医
療

の
あ
り
⽅
を
考
え
ま
す
。

滋
賀
県
下
の
医
療
機
関
の
⾒
学

を
通
じ
て
地
域
医
療
の
仕
組
み

へ
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
等
に
関
す
る

体
系
的
な
知
識
を
修
得
し
ま
す
。

実
習
で
は
⾃
ら
選
択
し
た
医
療

機
関
の
⾒
学
を
通
じ
て
学
び
を

深
め
ま
す
。

臨
床
実
習
Ⅰ
で
は
、
地
域
医
療
教
育
研
究
拠
点
病
院
で
の
１
ヶ
⽉

間
の
実
習
を
通
じ
て
、
地
域
医
療
の
実
践
⽅
法
を
学
び
ま
す
。

学
外
臨
床
実
習
A/

Bで
は
、
そ
れ
ぞ
れ
診
療
所
・
市
中
病
院
で
の

実
習
に
お
い
て
、
今
ま
で
学
ん
で
き
た
知
識
や
経
験
を
統
合
さ
せ
、

学
⽣
⾃
ら
が
地
域
医
療
を
実
践
し
ま
す
。

臨
床
実
習
Ⅰ
・
Ⅱ

臨
床
実
習
Ⅰ
・
Ⅱ

様
々
な
基
礎
医
学
研
究
の
事
例

と
共
に
「
EB

M
と
は
何
か
」
を

考
え
ま
す
。

配
属
先
研
究
室
で
「
研
究
論
⽂

の
検
索
技
術
」
を
修
得
し
ま
す
。

ま
た
、
診
断
学
序
論
で
は

「
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に

つ
い
て
学
修
し
ま
す
。

各
科
の
診
療
参
加
型
臨
床
実
習
に
お
い
て
担
当
症
例
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
等
を
通
じ
、
臨
床
現
場
で
遭
遇
し
た
臨
床
上
の
問
題
に
関
し
、

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
駆
使
し
つ
つ
、
PI
CO
を
⽤
い
問
題
の
定
型
化
を

含
む
EB

M
に
基
づ
い
た
診
断
・
治
療
法
を
繰
り
返
し
実
践
す
る
。

医
師
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
つ
い
て

概
略
を
把
握
し
、
こ
れ
か
ら
の

学
⽣
⽣
活
の
過
ご
し
⽅
や
、
卒
業

後
の
キ
ャ
リ
ア
を
考
え
る
機
会
と

し
ま
す
。

１
ヶ
⽉
間
の
研
究
室
へ
の
配
属
を

通
し
て
、
医
学
研
究
者
と
し
て
の

キ
ャ
リ
ア
に
触
れ
、
⾃
⾝
の
将
来

を
考
え
る
機
会
と
し
ま
す
。

地
域
医
療
体
験
実
習
Ⅱ
で
は
、

⾃
ら
選
択
し
た
臨
床
研
修
病
院
で

病
院
⾒
学
(イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
)

を
⾏
う
こ
と
で
卒
後
の
ビ
ジ
ョ
ン

を
想
像
す
る
と
と
も
に
就
職
活
動

開
始
の
き
っ
か
け
と
す
る
。

臨
床
実
習
期
間
中
、
３
回
の
キ
ャ
リ
ア
セ
ミ
ナ
ー
と
１
回
の

⼩
グ
ル
ー
プ
で
の
キ
ャ
リ
ア
⾯
談
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

キ
ャ
リ
ア
形
成
や
初
期
研
修
病
院
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
⽀
援
を
⾏
う
。

ま
た
、
臨
床
実
習
Ⅰ
・
Ⅱ
で
は
⼤
学
病
院
に
お
け
る
19
の
基
本
診
療
科
、

学
外
臨
床
実
習
A/

Bで
は
診
療
所
や
市
中
病
院
に
お
い
て
勤
務
す
る
医
師

の
キ
ャ
リ
ア
に
触
れ
る
こ
と
で
⾃
⾝
の
将
来
を
考
え
る
機
会
と
し
ま
す
。

医
学
教
養
科
⽬

外
国
語
科
⽬

専
⾨
基
礎
科
⽬
Ⅰ

専
⾨
基
礎
科
⽬
Ⅱ

専
⾨
科
⽬
Ⅰ

専
⾨
科
⽬
Ⅱ

専
⾨
科
⽬
Ⅲ

凡
例

実
線
：
必
修
科
⽬

破
線
：
選
択
科
⽬

：
「
数
理
・
D
S・

AI
時
代
の
医
療
⼈
育
成
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
対
象
科
⽬

キ
ャ
リ
ア
セ
ミ
ナ
ー
（
正
課
外
）

⽂
化
⼈
類
学

社
会
学

ﾌﾟ
ﾛﾌ
ｪｯ
ｼｮ
ﾅﾘ
ｽﾞ
ﾑ基

礎
認
知
⾏
動
科
学
Ⅱ

経
済
学

診
断
学
序
論

精
神
系

学
外
臨
床
実
習

A・
B

臨
床
実
習
Ⅰ

認
知
⾏
動
科
学

Ⅰ

臨
床
実
習
⼊
⾨

⼼
理
学
を
学
問
的
背
景
と
し
た
「
認
知
⾏
動
科
学

Ⅰ
・
Ⅱ
」
に
加
え
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
の

概
論
を
含
む
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
基
礎
」
、
医
療
⼈
類
学
の
内
容
を
含
む
「
⽂
化
⼈
類
学
」
、

医
療
社
会
学
の
内
容
を
含
む
「
社
会
学
」
、
⾏
動
経
済
学
・
医
療
経
済
学
を
含
む
「
経
済
学
」
に
よ
り

⾏
動
科
学
の
理
論
の
修
得
を
⽬
指
す
。

⿇
酔
・
緩
和
医
療
学

総
合
診
療
・
家
庭
医
療
学

「
精
神
系
」
、
「
⿇
酔
・
緩
和
医
療
学
」
や
「
救
急
・
家
庭
医
療
学
」
に
お
い
て
、
各
種
精
神
疾
患
や

疼
痛
治
療
学
、
在
宅
医
療
等
の
側
⾯
か
ら
⾏
動
科
学
の
実
践
に
つ
い
て
学
習
し
、
「
診
断
学
序
論
」
、

「
臨
床
実
習
⼊
⾨
」
で
は
医
療
⾯
接
に
つ
い
て
の
講
義
と
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
に
よ
る
実
習
を
⾏
う
。

以
上
の
学
修
を
経
て
、
実
際
の
臨
床
現
場
で
⾏
動
科
学
の
知
⾒
を
活
⽤
で
き
る
こ
と
を
⽬
指
し
て
い
る
。
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社
会

医
学

フ
ィ

ー
ル

ド
実

習

法
医

学

地
域

医
療

体
験

実
習

Ⅱ

医
療

倫
理

学
Ⅲ

臨
床

診
断

学

医
療

情
報

学

臨
床

実
習

入
門

麻
酔

・
緩

和
医

療
学

臨
床

検
査

・
薬

物
医

療
学

放
射

線
医

療
学

救
急

・
集

中
治

療
学

総
合

診
療

・
家

庭
医

療
学

公
衆

衛
生

学

医
療

倫
理

学
Ⅱ

医
学

英
語

Ⅲ

生
殖

系

消
化

器
系

成
長

・
発

達
系

医
療

安
全

・
感

染
対

策
系

医
療

倫
理

学
Ⅰ

医
学

英
語

Ⅰ

診
断

学
序

論

循
環

器
系

呼
吸

器
系

神
経

系

認
知

行
動

科
学

Ⅱ

薬
理

学

病
態

発
生

学
Ⅰ

病
態

発
生

学
Ⅱ

地
域

医
療

体
験

実
習

Ⅰ

デ
ー

タ
サ

イ
エ

ン
ス

・
AI

入
門

代
謝

生
化

学

核
酸

・
病

態
生

化
学

神
経

形
態

学

発
生

学

臓
器

生
理

学
Ⅰ

臓
器

生
理

学
Ⅱ

血
液

系

内
分

泌
･代

謝
系

筋
･骨

格
系

皮
膚

･組
織

再
建

系

腎
･尿

路
系

免
疫

学

遺
伝

・
ゲ

ノ
ム

医
療

学

研
究

室
配

属

腫
瘍

学

微
生

物
・

感
染

症
学

医
療

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
の

基
礎

数
理

科
学

Ⅲ
（

確
率

・
統

計
）

英
語

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
Ⅲ

物
理

化
学

基
礎

現
代

社
会

と
科

学

教
育

学

ド
イ

ツ
語

圏
言

語
文

化
研

究

フ
ラ

ン
ス

語
圏

言
語

文
化

研
究

中
国

語
圏

言
語

文
化

研
究

基
礎

科
学

研
究

人
間

科
学

研
究

医
系

物
理

学

人
体

解
剖

学

組
織

学

神
経

解
剖

学

医
学

概
論

Ⅰ

早
期

体
験

実
習

生
物

学
実

習
　

波
動

・
電

磁
気

学

物
理

学
実

習
　

有
機

化
学

基
礎

数
理

科
学

Ⅱ
（

線
形

代
数

）

医
学

概
論

Ⅱ

細
胞

生
理

学

眼
・

視
覚

系

全
人

的
医

療
体

験
学

習
Ⅰ

全
人

的
医

療
体

験
学

習
Ⅱ

生
命

倫
理

学

哲
学

入
門

地
域

論
文

学

文
化

人
類

学
人

文
地

理
学

地
域

文
化

論

歴
史

学

社
会

学
法

学
認

知
行

動
科

学
Ⅰ

自
然

科
学

入
門

哲
学

特
論

芸
術

学

英
語

Ⅰ
英

語
Ⅱ

英
語

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
Ⅰ

英
語

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
Ⅱ

プ
ロ

フ
ェ

ッ
シ

ョ
ナ

リ
ズ

ム
基

礎
ア

カ
デ

ミ
ッ

ク
ス

キ
ル

ズ

医
療

経
済

学

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

基
礎

医
学

研
究

入
門

Ⅰ
基

礎
医

学
研

究
入

門
Ⅱ

卒 業 試 験

自 主 能 動 学 習

耳
鼻

・
咽

喉
・

口
腔

系

精
神

系

細
胞

生
物

学
基

礎
分

子
生

物
学

基
礎

英
語

Ⅲ

力
学

・
熱

力
学

化
学

実
習

数
理

科
学

Ⅰ
（

解
析

）

情
報

科
学

医
学

・
生

命
科

学
入

門

基
礎

人
体

機
能

構
造

学

附
属

病
院

体
験

実
習

生
化

学
序

論

教
　
　
育
　
　
課
　
　
程
　
　
（
　
　
医
　
　
学
　
　
部
　
　
医
　
　
学
　
　
科
　
　
）
　
　
（
　
　
１
　
　
－
　
　
３
　
　
）

（
２
０
２
４
年
度
以
降
入
学
者
・
２
０
２
５
年
度
以
降
第
２
学
年
編
入
学
者
）

第
１

学
年

第
２

学
年

第
３

学
年

第
４

学
年

第
５

学
年

第
６

学
年

臨
床

実
習

Ⅰ

臨
床

実
習

Ⅱ

社
会

医
学

特
論

学
外

臨
床

実
習

A

学
外

臨
床

実
習

B

自
主

能
動

学
習

及
び

病
院

見
学

Po
st

‐
CC

 O
SC

E

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期
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教
 
 
育
 
 
課
 
 
程
 
 
（
 
 
医
 
 
学
 
 
部
 
 
医
 
 
学
 
 
科
 
 
）
 
 
（
 
 
１
 
 
−
 
 
３
 
 
）

（
２
０
２
３
年
度
以
降
⼊
学
者
・
２
０
２
４
年
度
以
降
第
２
学
年
編
⼊
学
者
）

第
１

学
年

第
２

学
年

第
３

学
年

第
４

学
年

第
５

学
年

第
６

学
年

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

基
礎

医
学

研
究

⼊
⾨

Ⅰ
基

礎
医

学
研

究
⼊

⾨
Ⅱ

臨 床 実 習 ︵ ロ テ シ ン ︶

臨 床 実 習 ︵ ア ド バ ン ス ︶

保 健 医 療 と 社 会

学 外 臨 床 実 習

P o s t ︲ C C O S C E 対 策 実 習

臨 床 実 習 ⼊ ⾨

消 化 器 系

⽣ 殖 系

⿇ 酔 ・ 緩 和 医 療 学

公
衆

衛
⽣

学

法
医

学

内 分 泌 ・ 代 謝 系

医
療

情
報

学

卒 業 試 験

⾃ 主 能 動 学 習

哲
学

⼊
⾨

哲
学

特
論

芸
術

学
⽂

学

社
会

医
学

フ
ィ

ー
ル

ド
実

習

歴
史

学
現

代
社

会
論

法
学

循 環 器 系

呼 吸 器 系

神 経 系

眼 視 覚 系

精 神 系

全
⼈

的
医

療
体

験
学

習
Ⅰ

全
⼈

的
医

療
体

験
学

習
Ⅱ

薬
理

学
薬

理
学

実
習

研 究 室 配 属

診 断 学 序 論
英

語
セ

ミ
ナ

ー

病
態

発
⽣

学
Ⅰ

医
の

倫
理

Ⅲ

細
胞

⽣
物

学
基

礎
分

⼦
⽣

物
学

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
圏

⾔
語

⽂
化

研
究

⾏
動

科
学

基
礎

臨 床 診 断 学

地
域

⽂
化

論

⾎ 液 と 造 ⾎ 臓 器 系

⽂
化

⼈
類

学
地

域
論

教
育

学

⾃
然

科
学

⼊
⾨

⽇
本

語
表

現
法

・
ア

カ
デ

ミ
ッ

ク
ラ

イ
テ

ィ
ン

グ
ド

イ
ツ

語
圏

⾔
語

⽂
化

研
究

社
会

学
⼊

⾨
⼈

⽂
地

理
学

デ
ー

タ
サ

イ
エ

ン
ス

・
AI

⼊
⾨

救 急 ・ 家 庭 医 療 学

基
礎

物
理

化
学

物
理

学
概

論
⼈

間
科

学
研

究

代
謝

⽣
化

学
代

謝
⽣

化
学

実
習

倫
理

学

化
学

実
習

物
理

学
実

習
医

系
物

理
学

微
⽣

物
学

微
⽣

物
学

実
習

病
態

発
⽣

学
Ⅱ

物
理

学
基

礎
⽣

物
学

実
習

中
国

語
圏

⾔
語

⽂
化

研
究

薬
物

医
療

学

⾃ 主 能 動 学 習 及 び 病 院 ⾒ 学

検
査

医
学

医
療

安
全

・
感

染
対

策
系

腎 ・ 尿 路 系

少 ⼈ 数 能 動 学 習

腫
瘍

学

医
療

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
の

基
礎

⽣
化

学
序

論

⻭ 科 ⼝ 腔 系

成 ⻑ ・ 発 達 系

医
の

倫
理

Ⅱ

神
経

科
学

地
域

医
療

体
験

実
習

Ⅱ
英

語
Ⅰ

英
語

実
習

Ⅰ

数
理

科
学

Ⅰ
（

解
析

）
基

礎
有

機
化

学
基

礎
科

学
研

究
放

射
線

医
療

学

核
酸

・
病

態
⽣

化
学

核
酸

・
病

態
⽣

化
学

実
習

現
代

社
会

と
科

学
数

理
科

学
Ⅱ

（
線

形
代

数
）

英
語

Ⅲ
英

語
実

習
Ⅲ

組
織

再
建

系

⽿ ⿐ ・ 咽 喉 系
発

⽣
学

筋 ・ ⾻ 格 系

⽪ 膚 ・ 結 合 組 織 系

数
理

科
学

Ⅲ
（

確
率

・
統

計
）

英
語

Ⅱ
英

語
実

習
Ⅱ

神
経

解
剖

学

医
の

倫
理 Ⅰ

免
疫

学
ド

イ
ツ

語
Ⅱ

ａ
ド

イ
ツ

語
Ⅱ

ｂ

医
学

英
語

基
礎

⼈
体

機
能

構
造

学

フ
ラ

ン
ス

語
Ⅰ

ａ
フ

ラ
ン

ス
語

Ⅰ
ｂ

フ
ラ

ン
ス

語
Ⅱ

ａ
フ

ラ
ン

ス
語

Ⅱ
ｂ

中
国

語
Ⅰ

ａ
中

国
語

Ⅰ
ｂ

⾏
動

科
学

応
⽤

組
織

学

細
胞

⽣
理

学

地
域

医
療

体
験

実
習

Ⅰ

遺
伝

・
ゲ

ノ
ム

医
療

学

医
学

概
論

Ⅰ
医

学
概

論
Ⅱ

早
期

体
験

学
習

医
学

特
論

・
医

学
・

⽣
命

科
学

⼊
⾨

臓
器

⽣
理

学
Ⅱ

臓
器

⽣
理

学
実

習
Ⅱ

情
報

科
学

附
属

病
院

体
験

実
習

中
国

語
Ⅱ

ａ
中

国
語

Ⅱ
ｂ

⼈
体

解
剖

学

臓
器

⽣
理

学
Ⅰ

臓
器

⽣
理

学
実

習
Ⅰ

ド
イ

ツ
語

Ⅰ
ａ

ド
イ

ツ
語

Ⅰ
ｂ
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再
⽣

医
学

実
習

先
端

医
科

学

再
⽣

医
学

研 究 室 配 属

薬
理

学
薬

理
学

実
習

病
態

発
⽣

学
Ⅰ

病
態

発
⽣

学
Ⅱ

腫
瘍

学

微
⽣

物
学

微
⽣

物
学

実
習

少 ⼈ 数 能 動 学 習

情
報

科
学

附
属

病
院

体
験

実
習

医
学

英
語

基
礎

⼈
体

機
能

構
造

学
⾏

動
科

学
応

⽤

細
胞

⽣
理

学

医
学

概
論

Ⅰ
医

学
概

論
Ⅱ

中
国

語
Ⅰ

ａ
中

国
語

Ⅰ
ｂ

中
国

語
Ⅱ

ａ
中

国
語

Ⅱ
ｂ

早
期

体
験

学
習

医
学

特
論

・
医

学
・

⽣
命

科
学

⼊
⾨

地
域

医
療

体
験

実
習

Ⅰ

⼈
体

解
剖

学

組
織

学

⽪ 膚 ・ 結 合 組 織 系

腎 ・ 尿 路 系

医
療

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
の

基
礎

⽣
化

学
序

論
⻭ 科 ⼝ 腔 系

成 ⻑ ・ 発 達 系

英
語

Ⅰ
英

語
実

習
Ⅰ

英
語

Ⅱ
英

語
実

習
Ⅱ

フ
ラ

ン
ス

語
Ⅰ

ａ
フ

ラ
ン

ス
語

Ⅰ
ｂ

フ
ラ

ン
ス

語
Ⅱ

ａ
フ

ラ
ン

ス
語

Ⅱ
ｂ

神
経

解
剖

学

ド
イ

ツ
語

Ⅰ
ａ

ド
イ

ツ
語

Ⅰ
ｂ

ド
イ

ツ
語

Ⅱ
ａ

ド
イ

ツ
語

Ⅱ
ｂ

医
の

倫
理 Ⅰ

免
疫

学
神

経
科

学

核
酸

・
病

態
⽣

化
学

核
酸

・
病

態
⽣

化
学

実
習

地
域

医
療

体
験

実
習

Ⅱ

医
の

倫
理

Ⅱ

代
謝

⽣
化

学
代

謝
⽣

化
学

実
習

循 環 器 系

診 断 学 序 論

消 化 器 系

⽣ 殖 系

⿇ 酔 ・ 緩 和 医 療 学

公
衆

衛
⽣

学

⾃ 主 能 動 学 習 及 び 病 院 ⾒ 学

検
査

医
学

医
療

安
全

・
感

染
対

策
系

筋 ・ ⾻ 格 系

化
学

実
習

物
理

学
実

習
医

系
物

理
学

解
析

臓
器

⽣
理

学
Ⅱ

臓
器

⽣
理

学
実

習
Ⅱ

臓
器

⽣
理

学
Ⅰ

臓
器

⽣
理

学
実

習
Ⅰ

基
礎

有
機

化
学

基
礎

科
学

研
究

放
射

線
医

療
学

現
代

社
会

と
科

学

物
理

学
概

論
⼈

間
科

学
研

究

線
形

代
数

英
語

Ⅲ
英

語
実

習
Ⅲ

臨 床 実 習 ︵ ロ テ シ ン ︶
分

⼦
⽣

物
学

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
圏

⾔
語

⽂
化

研
究

⾏
動

科
学

基
礎

⾎ 液 と 造 ⾎ 臓 器 系

⽂
化

⼈
類

学
地

域
論

教
育

学
中

欧
⾔

語
⽂

化
研

究

⾃
然

科
学

⼊
⾨

⽇
本

語
表

現
法

・
ア

カ
デ

ミ
ッ

ク
ラ

イ
テ

ィ
ン

グ
ド

イ
ツ

語
圏

⾔
語

⽂
化

研
究

倫
理

学

社
会

学
⼊

⾨
⼈

⽂
地

理
学

地
域

⽂
化

論
ド

イ
ツ

語
ゼ

ミ
ナ

ー
ル

物
理

学
基

礎
⽣

物
学

実
習

中
国

語
圏

⾔
語

⽂
化

研
究

確
率

・
統

計

基
礎

物
理

化
学

組
織

再
建

系

⽂
学

社
会

医
学

フ
ィ

ー
ル

ド
実

習

歴
史

学
現

代
社

会
論

法
学

英
語

セ
ミ

ナ
ー

医
療

情
報

学

呼 吸 器 系

神 経 系

眼 視 覚 系

精 神 系

内 分 泌 ・ 代 謝 系

全
⼈

的
医

療
体

験
学

習
Ⅰ

全
⼈

的
医

療
体

験
学

習
Ⅱ

細
胞

⽣
物

学
基

礎

基
礎

医
学

研
究

⼊
⾨

Ⅱ

⽿ ⿐ ・ 咽 喉 系

薬
物

医
療

学

発
⽣

学

教
 
 
育
 
 
課
 
 
程
 
 
（
 
 
医
 
 
学
 
 
部
 
 
医
 
 
学
 
 
科
 
 
）
 
 
（
 
 
１
 
 
−
 
 
３
 
 
）

（
平
成
３
１
（
２
０
１
９
）
年
度
以
降
⼊
学
者
・
２
０
２
０
年
度
以
降
第
２
学
年
編
⼊
学
者
）

第
１

学
年

第
２

学
年

第
３

学
年

第
４

学
年

第
５

学
年

第
６

学
年

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

基
礎

医
学

研
究

⼊
⾨

Ⅰ

法
医

学

臨 床 実 習 ⼊ ⾨

医
の

倫
理

Ⅲ

臨 床 診 断 学

救 急 ・ 家 庭 医 療 学

臨 床 実 習 ︵ ア ド バ ン ス ︶

保 健 医 療 と 社 会

学 外 臨 床 実 習

P o s t ︲ C C  O S C E  対 策 実 習

卒 業 試 験

⾃ 主 能 動 学 習

哲
学

⼊
⾨

哲
学

特
論

芸
術

学
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前  期 後  期 前  期 前  期 後  期 前  期

⾃然科学⼊⾨

⾃然科学⼊⾨

英 語 Ⅰ 英 語 Ⅱ

英 語 実 習 Ⅰ 英 語 実 習 Ⅱ

ドイツ語Ⅰａ ドイツ語Ⅱａ

ドイツ語Ⅰｂ ドイツ語Ⅱｂ 英 語 Ⅰ 英 語 Ⅱ

フランス語Ⅰａ フランス語Ⅱａ 英 語 実 習 Ⅰ 英 語 実 習 Ⅱ

フランス語Ⅰｂ フランス語Ⅱｂ ドイツ語Ⅰａ ドイツ語Ⅱａ

中 国 語 Ⅰａ 中 国 語 Ⅱａ ドイツ語Ⅰｂ ドイツ語Ⅱｂ

中 国 語 Ⅰｂ 中 国 語 Ⅱｂ フランス語Ⅰａ フランス語Ⅱａ 英 語 Ⅲ

フランス語Ⅰｂ フランス語Ⅱｂ 英 語 実 習 Ⅲ

中 国 語 Ⅰａ 中 国 語 Ⅱａ

早期体験学習 中 国 語 Ⅰｂ 中 国 語 Ⅱｂ

早期体験学習

英 語 Ⅲ

英 語 実 習 Ⅲ 附 属 病 院
体 験 実 習

地 域 医 療
体 験 実 習 Ⅰ

第  １  学  年

 

（平成２５年度〜平成２８年度⼊学者⽤） （平成２９年度・平成３０年度⼊学者⽤）

発 ⽣ ⽣ 物 学

第  ２  学  年
後  期

第  １  学  年

基 礎 ⽣ 物
医 学

⼈ 体 構 造 学

第  ２  学  年
後  期

神 経 科 学

⼈ 体 機 能

⽣ 物 学 実 習
ド イ ツ 語
ゼ ミ ナ ー ル

ド イ ツ 語 圏
⾔語⽂化研究

物 理 学 実 習 フランス語圏
⾔語⽂化研究

★⽂化⼈類学 地 域 論 ★ 法 学

⽇本語表現法・
アカデミック
ライティング

◆地域⽂化論

基礎有機化学
中 欧 ⾔ 語
⽂ 化 研 究

医 学 概 論 Ⅰ 医 学 概 論 Ⅱ

医 学 特 論 ・
医 学 ・ ⽣ 命
科 学 ⼊ ⾨情 報 科 学

⼈ ⽂ 地 理 学 ★ 教 育 学

分 ⼦ ⽣ 物 学
基 礎

英語セミナー

全 ⼈ 的 医 療 体 験 学 習

応⽤分⼦化学

確 率 ・ 統 計

基礎科学研究

線 形 代 数 ⼈間科学研究

医 系 物 理 学

現 代 社 会
と 科 学

物 理 学 概 論
中 国 語 圏
⾔語⽂化研究

哲 学 ⼊ ⾨ 哲 学 特 論 ⽂ 学

★ 歴 史 学
研 究 法

⾏ 動 科 学
基 礎

★ 芸 術 学

社 会 学 ⼊ ⾨ 現 代 社 会 論 倫 理 学

哲 学 ⼊ ⾨ 哲 学 特 論 ⽂ 学

⼼ 理 学 基 礎 ⾏ 動 科 学 ★ 芸 術 学

★ 歴 史 学
研 究 法

東 ア ジ ア 史 倫 理 学

社 会 学 ⼊ ⾨ 現 代 社 会 論 ★ 法 学

ド イ ツ
⾔ 語 研 究

物 理 学 実 習

★⽂化⼈類学 地 域 論 ◆地域⽂化論

⼈ ⽂ 地 理 学 ⽇本語表現法 ★ 教 育 学

フ ラ ン ス
⾔ 語 研 究

分⼦化学序論 基礎物理化学
フランス語圏
⽂ 化 研 究

全 ⼈ 的 医 療 体 験 学 習

医 学 史 遺 伝 ⽣ 物 学 英語セミナー

⽣ 物 学 概 論
⽣ 物 学 実 習

ド イ ツ 語
ゼ ミ ナ ー ル

化 学 実 習

ド イ ツ 語 圏
⽂ 化 研 究

物 理 学 基 礎 物 理 学 概 論

基 礎 ⽣ 物
医 学

臨 床 ⼼ 理 学

医 学 特 論 ・
医 学 ・ ⽣ 命
科 学 ⼊ ⾨ Ⅱ★医学・⽣命

科 学 ⼊ ⾨ Ⅰ

情 報 科 学

医 系 物 理 学

基礎科学研究

睡 眠 学 概 論

医 学 概 論 Ⅰ 医 学 概 論 Ⅱ

基礎有機化学

⼈間科学研究

統 計 学

解 析 Ⅰ 解 析 Ⅱ

線 形 代 数 確 率

★ 現 代 社 会
と 科 学

中国⾔語研究

中 国 語 圏
⽂ 化 研 究

教  育  課  程  （  医  学  部  医  学  科  ）  （  １  −  １  ）

医療イノベー
ションの基礎

医療イノベー
ションの基礎

細 胞 ⽣ 物 学
基 礎

物 理 学 基 礎

基礎物理化学

化 学 実 習

解 析
基 礎 ⽣ 物
医 学

⼈ 体 構 造 学

基 礎 ⽣ 物
医 学

基 礎 医 学 研 究 ⼊ ⾨

神 経 科 学

⼈ 体 機 能
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  臨 床 実 習 ⼊ ⾨

少 ⼈ 数 能 動 学 習
 

 

⾃ 主 能 動 学 習

保 健 医 療 と 社 会

医
学

英
語

⽣ 殖 系

医
の

倫
理

Ⅱ

薬
物

医
療

学

社 会 医 学 フ ル ド 実 習公 衆 衛 ⽣ 学

医
療

情
報

学

⿇ 酔 ・ 緩 和 医 療 学 救 急 ・ 家 庭 医 療 学

⼈
体

機
能

発
病

機
構

 

臨 床 実 習 ︵ ロ テ シ ン ︶

放
射

線
医

療
学

筋 ・ ⾻ 格 系

⽪ 膚 ・ 結 合 組 織 系

腎 ・ 尿 路 系

⻭ 科 ⼝ 腔 系

呼 吸 器 系

神 経 系

眼 ・ 視 覚 系

成 ⻑ ・ 発 達 系

P o s t ︲ C C  O S C E 対 策 実 習

学 外 臨 床 実 習  

⾏
動

科
学

応
⽤

⽿ ⿐ ・ 咽 喉 系

内 分 泌 ・ 代 謝 系

精 神 系

⾃ 主 能 動 学 習 及 び 病 院 ⾒ 学

 

法 医 学 医 の

倫 理 Ⅲ

臨 床 診 断 学

臨 床 実 習 ︵ ロ テ シ ン ︶

前
 

 
 

 
期

検 査
医 学

医 の

倫 理 Ⅰ

循 環 器 系

卒 業 試 験

後
 

 
期

前
 

 
期

診 断 学 序 論

⾎ 液 と 造 ⾎ 臓 器 系

後
 

 
 

期

 

臨 床 実 習 ︵ ア ド バ ン ス ︶  

消 化 器 系

後
 

 
 

 
期

前
 

 
 

 
期

組
織

再
建

系

医
療

安
全

・
感

染
対

策
系

教
 
 
育
 
 
課
 
 
程
 
 
（
 
 
医
 
 
学
 
 
部
 
 
医
 
 
学
 
 
科
 
 
）
 
 
（
 
 
１
 
 
−
 
 
２
 
 
）

（
平
成
２
９
年
度
・
平
成
３
０
年
度
⼊
学
者
⽤
）

第
 

 
５

 
 

学
 

 
年

第
 

 
４

 
 

学
 

 
年

第
 

 
３

 
 

学
 

 
年

第
 

 
６

 
 

学
 

 
年

地 域 医 療 体 験 実 習 Ⅱ

前
 

 
期

後
 

 
期

再
⽣

医
学

研 究 室 配 属
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前
 

 
 

 
期

臨 床 診 断 学

救 急 ・ 家 庭 医 療 学

成 ⻑ ・ 発 達 系

法 医 学

臨 床 実 習 ⼊ ⾨

放
射

線
医

療
学 少 ⼈ 数 能 動 学 習

⿇ 酔 ・ 緩 和 医 療 学

医 の

倫 理 Ⅲ

筋 ・ ⾻ 格 系

腎 ・ 尿 路 系

消 化 器 系

公 衆 衛 ⽣ 学

⾃ 主 研 修

社 会 医 学 フ ル ド 実 習

⽪ 膚 ・ 結 合 組 織 系

⽣ 殖 系

薬 物

医 療 学

医 療 情 報 学
医 の

倫 理 Ⅱ

検 査 医 学

医
学

英
語

Ⅱ
臨

床
実

習
⼊

⾨

⽿ ⿐ ・ 咽 喉 系

⻭ 科 ⼝ 腔 系

医 の

倫 理 Ⅰ

循 環 器 系

呼 吸 器 系

神 経 系

眼 ・ 視 覚 系

精 神 系

内 分 泌 ・ 代 謝 系

医
学

英
語

Ⅰ

 

発
病

機
構

診 断 学 序 論

⾎ 液 と 造 ⾎ 臓 器 系

再
⽣

医
学

発
病

機
構

⼈
体

機
能

後
 

 
期

臨 床 実 習

保 健 医 療 と 社 会

学 外 臨 床 実 習

臨 床 実 習

症 例 演 習 及 び ⾃ 主 能 動 学 習

卒 業 試 験

教
 
 
育
 
 
課
 
 
程
 
 
（
 
 
医
 
 
学
 
 
部
 
 
医
 
 
学
 
 
科
 
 
）
 
 
（
 
 
１
 
 
−
 
 
２
 
 
）

（
平
成
２
５
年
度
〜
平
成
２
８
年
度
⼊
学
者
⽤
）

第
 

 
３

 
 

学
 

 
年

第
 

 
４

 
 

学
 

 
年

第
 

 
５

 
 

学
 

 
年

第
 

 
６

 
 

学
 

 
年

前
 

 
 

 
期

後
 

 
 

 
期

後
 

 
 

期
前

 
 

期
後

 
 

期
前

 
 

期
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令和６年度以降入学者及び令和7年度以降編入学者

必修 選択 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
プロフェッショナリズム基礎 0.5 ● ○ 〇 １単位（必修）
アカデミックスキル 0.5 ● 〇 ○
自然科学入門　 1.0 ▲ ○ ○
哲学入門 1.0 ● ○ 9.5単位（必修）
文化人類学 1.0 ● ○ ○
社会学 1.0 ● ○ ○
法学 1.0 ● ○
経済学 1.0 ● ○
認知行動科学Ⅰ 1.0 ● ○
認知行動科学Ⅱ 1.0 ● ○
生命倫理学 1.0 ● ○
医療倫理学Ⅰ 0.5 ● ○
医療倫理学Ⅱ 0.5 ● ○
医療倫理学Ⅲ 0.5 ● ○
哲学特論 1.0 ▲ ○ ６単位（選択）
歴史学 1.0 ▲ ○
芸術学 1.0 ▲ ○
文学 1.0 ▲ ○
地域論 2.0 ▲ ○
教育学 1.0 ▲ ○
地域文化論 1.0 ▲ ○
人文地理学 1.0 ▲ ○
現代社会と科学 1.0 ▲ ○
ドイツ語圏言語文化研究 2.0 ○ ○
フランス語圏言語文化研究 2.0 ○ ○
中国語圏言語文化研究 2.0 ○ ○
基礎科学研究 2.0 ▲ ○
人間科学研究 2.0 ▲ ○
英語Ⅰ 1.0 ● ○ ○ 7.5単位（必修）
英語Ⅱ 1.0 ● ○ ○
英語Ⅲ 1.0 ● ○ ○
英語コミュニケーションⅠ 1.0 ● ○
英語コミュニケーションⅡ 1.0 ● ○
英語コミュニケーションⅢ 1.0 ● ○
医学英語Ⅰ 1.0 ● ○
医学英語Ⅱ 0.5 ● ○ ○
細胞生物学基礎 1.0 ● ○ 17.5単位（必修）
分子生物学基礎 1.0 ● ○
生物学実習　 1.5 ● ○ ○
力学・熱力学 1.0 ● ○
波動・電磁気学 1.0 ● ○
物理学実習 1.5 ● ○ ○
医系物理学 1.0 ▲ ○
物理化学基礎 1.0 ● ○
有機化学基礎 1.0 ● ○
化学実習 1.5 ● ○ ○
数理科学Ⅰ（解析） 1.0 ● ○ ○
数理科学Ⅱ（線形代数） 1.0 ● ○ ○
数理科学Ⅲ（確率・統計） 1.0 ● ○ ○
情報科学 2.0 ● ○ ○
データサイエンス・AI入門 2.0 ● ○ ○
医学概論Ⅰ 1.0 ● ○ ○ ４単位（必修）
医学概論Ⅱ 1.0 ● ○ ○
医学・生命科学入門 1.0 ● ○
基礎人体機能構造学 1.0 ● ○
医療イノベーションの基礎 1.0 ▲ ○ ○
全人的医療体験学習 1.0 ○ ○
基礎医学研究入門Ⅰ 1.0 〇 ○ 〇
基礎医学研究入門Ⅱ 1.0 〇 ○ 〇

医 学 科 教 育 課 程 授 業 科 目 一 覧
別表第１（医学部医学科）

区　分 授　　業　　科　　目
単位数

配　当　学　年 授業形態
修得すべき科目・単位数等第１学年 演

習
実
習

第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

※２単位は２年次配当の科目から履修
すること

※ドイツ語圏言語文化研究、フランス語
圏言語文化研究、中国語圏言語文化
研究は、いずれか１科目のみ選択可能

※基礎科学研究と人間科学研究はいずれ
か

▲
▲

講
義

外

国

語

科

目

専
門
基
礎
科
目
Ⅰ
（

基
礎
科
学
）
専
門
基
礎
科
目
Ⅱ
（
医
学
導
入
）

▲ △
▲

▲

初
年
次
教
育

医

学

教

養

科

目
▲

37



必修 選択 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
区　分 授　　業　　科　　目

単位数
配　当　学　年 授業形態

修得すべき科目・単位数等第１学年 演
習

実
習

第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 講
義

生化学序論 1.0 ● ○ 41.5単位（必修）
代謝生化学 2.0 ● ○ ○
核酸・病態生化学 2.0 ● ○ ○
人体解剖学 7.0 ● ○ ○
組織学 1.0 ● ○ ○
神経解剖学 2.0 ● ○
神経形態学 0.5 ● ○
発生学 1.0 ● ○
細胞生理学 1.0 ● ○
臓器生理学Ⅰ 2.5 ● ○ ○
臓器生理学Ⅱ 2.5 ● ○ ○
薬理学 3.5 ● ○ ○
病態発生学Ⅰ 3.0 ● ○ ○
病態発生学Ⅱ 2.5 ● ○ ○
腫瘍学 1.0 ● ○
微生物・感染症学 3.0 ● ○ ○
免疫学 1.0 ● ○
遺伝・ゲノム医療学 1.0 ● ○
研究室配属 4.0 ● ○
診断学序論 1.0 ● ○ ○ 38単位（必修）
循環器系 2.0 ● ○
呼吸器系 1.5 ● ○
神経系 1.5 ● ○
眼・視覚系 1.0 ● ○
耳鼻・咽喉・口腔系 1.5 ● ○
精神系 1.5 ● ○
血液系 1.5 ● ○
内分泌･代謝系 1.5 ● ○
筋･骨格系 1.5 ● ○
皮膚･組織再建系 2.0 ● ○
腎･尿路系 1.5 ● ○
生殖系 1.5 ● ○
消化器系 1.5 ● ○
成長・発達系 2.0 ● ○
医療安全・感染対策系 0.5 ● ○
麻酔・緩和医療学 1.0 ● ○
臨床検査・薬物治療学 0.5 ● ○
放射線医療学 0.5 ● ○
救急・集中治療学 1.0 ● ○
総合診療・家庭医療学 0.5 ● ○
臨床診断学 2.5 ● ○ ○
公衆衛生学 1.5 ● ○ ○
社会医学フィールド実習 3.0 ● ○
法医学 2.0 ● ○ ○
医療情報学 1.0 ● ○ ○
社会医学特論 1.0 ● ○ ○
早期体験実習 1.0 ● ○ 69単位（必修）
附属病院体験実習 1.0 ● ○
地域医療体験実習Ⅰ 1.0 ● ○
地域医療体験実習Ⅱ 1.0 ● ○
臨床実習入門 2.0 ● 〇
臨床実習Ⅰ（内科A） 4.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（内科B） 4.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（内科C） 4.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（内科D） 2.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（腫瘍内科） 1.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（小児科） 4.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（精神科） 2.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（皮膚科） 2.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（外科A） 3.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（外科B） 2.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（整形外科） 2.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（脳神経外科） 2.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（形成外科） 1.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 2.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（母子診療科・女性診療科） 2.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（泌尿器科） 2.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（眼科） 2.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（麻酔科） 2.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（放射線科） 1.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（歯科口腔外科） 0.5 〇 ○
臨床実習Ⅰ（リハビリテーション科） 0.5 〇 ○
臨床実習Ⅰ（病理診断科・臨床検査科） 0.5 〇 ○
臨床実習Ⅰ（救急集中治療部） 2.0 〇 ○
臨床実習Ⅰ（医療安全管理部・感染制御部） 0.5 〇 ○
臨床実習Ⅱ 6.0 ● 〇 ○
学外臨床実習A 1.0 ● ○
学外臨床実習B 8.0 ● ○

188.0 26.0 14.5 14.0 17.0 14.5 20.0 20.5 17.5 15.0 23.0 22.0 10.0 0.0 必修188+選択6=194単位

(注) 1 ●は、必修科目を示す。▲は、選択科目を示す。
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2 ○は、第２学年学士編入生の必修科目を示す。△は、第２学年学士編入生の選択科目を示す。
3 授業科目は、分割して開講することがある。
4 教育上必要があるときは、教授会の議を経て、授業科目、単位数、修得要件等を変更することがある。
5 各学年の年間履修登録単位数の上限を１年次34.5単位、２年次37.5単位（放送大学、環びわ湖大学・地域コンソーシアム等開設の単位互換対象授業科目は含む。）とする。
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（2023年度以降⼊学者、2024年度以降第２学年学⼠編⼊学⽣）

前期 後期 前期 後期
 哲 学 ⼊ ⾨ 2 2

＊ 哲 学 特 論 2 2
歴 史 学 2 2
⽂ 学 2 2
芸 術 学 2 2
社 会 学 ⼊ ⾨ 2 2

＊ 現 代 社 会 論 2 2
＊ ⽂ 化 ⼈ 類 学 2 2
＊ ⼈ ⽂ 地 理 学 2  2

地 域 論 2 2
  法 学 2 2

地 域 ⽂ 化 論 2 2
教 育 学 2 2
英 語 セ ミ ナ ー 2 2
ド イ ツ 語 圏 ⾔ 語 ⽂ 化 研 究 2 2
フ ラ ン ス 語 圏 ⾔ 語 ⽂ 化 研 究 2 2
中 国 語 圏 ⾔ 語 ⽂ 化 研 究 2 2

＊ ⽇本語表現法・ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 2 2
⼈ 間 科 学 研 究 2 2
全 ⼈ 的 医 療 体 験 学 習 Ⅰ 2
全 ⼈ 的 医 療 体 験 学 習 Ⅱ 2
⾃ 然 科 学 ⼊ ⾨ 1 1

＊ 細 胞 ⽣ 物 学 基 礎 2 2
＊ 分 ⼦ ⽣ 物 学 基 礎 2 2
＊ ⽣ 物 学 実 習 1 1
＊ 物 理 学 基 礎 2 2
＊ 物 理 学 概 論 2 2

医 系 物 理 学 2 2
＊ 物 理 学 実 習 1 1
＊ 基 礎 物 理 化 学 2 2
＊ 基 礎 有 機 化 学 2 2
＊ 化 学 実 習 1 1
＊ 数 理 科 学 Ⅰ （ 解 析 ） 2 2
＊ 数 理 科 学 Ⅱ （ 線 形 代 数 ） 2 2

現 代 社 会 と 科 学 2 2
基 礎 科 学 研 究 2 2
基 礎 医 学 研 究 ⼊ ⾨ Ⅰ 2
基 礎 医 学 研 究 ⼊ ⾨ Ⅱ 2
医 療 イ ノ ベ ー シ ョ ン の 基 礎 2 2

⼀

般

教

育

科

⽬

基

礎

⼈

間

科

学

【⼀般教育科⽬】
 ３９単位以上（必修科⽬２９単位
と選択科⽬１０単位以上）

※ただし、選択科⽬１０単位以上の
うち６単位以上は、第２学年配当の
選択科⽬（放送⼤学、環びわ湖⼤
学・地域コンソーシアム及び
Skyward EDGEコンソーシアム開設
の単位互換対象授業科⽬を除く。）
の中から修得しなければならない。

※第２年次編⼊学者については、第
２年次配当の選択科⽬から６単位以
上を履修し修得しなければならな
い。

※「⼈間科学研究」と「基礎科学研
究」は、いずれか⼀⽅のみ選択する
ことができる。

2
2

基

礎

⽣

命

科

学 2
2

基 礎 学 課 程 授 業 科 ⽬ ⼀ 覧

区 分 授  業  科  ⽬
単
位
数

配 当 学 年
修得すべき科⽬・単位数等第１学年 第２学年
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（2023年度以降⼊学者、2024年度以降第２学年学⼠編⼊学⽣）

前期 後期 前期 後期
＊ 英 語 Ⅰ 1 1
＊ 英 語 Ⅱ 1 1
＊ 英 語 Ⅲ 1 1
＊ 英 語 実 習 Ⅰ 1 1
＊ 英 語 実 習 Ⅱ 1 1
＊ 英 語 実 習 Ⅲ 1 1

ド イ ツ 語 Ⅰ ａ 1 1
ド イ ツ 語 Ⅰ ｂ 1 1
ド イ ツ 語 Ⅱ ａ 1 1
ド イ ツ 語 Ⅱ ｂ 1 1
フ ラ ン ス 語 Ⅰ ａ 1 1
フ ラ ン ス 語 Ⅰ ｂ 1 1
フ ラ ン ス 語 Ⅱ ａ 1 1
フ ラ ン ス 語 Ⅱ ｂ 1 1
中 国 語 Ⅰ ａ 1 1
中 国 語 Ⅰ ｂ 1 1
中 国 語 Ⅱ ａ 1 1
中 国 語 Ⅱ ｂ 1 1

＊ 医 学 概 論 Ⅰ 2 2
＊ 医 学 概 論 Ⅱ 2 2
＊ 医 学 特 論 ・ 医 学 ・ ⽣ 命 科 学 ⼊ ⾨ 2 2
＊ 早 期 体 験 学 習 1 1
＊ 附 属 病 院 体 験 実 習 1 1
＊ 情 報 科 学 2 2
＊ 基 礎 ⼈ 体 機 能 構 造 学 2 2

108 35 39 22 8  ６１単位以上修得すること。

1 ＊は、必修科⽬を⽰す。
2 授業科⽬は、分割して開講することがある。
3 教育上必要があるときは、教授会の議を経て、授業科⽬、単位数、修得要件等を変更することがある。
4

5 第２年次編⼊学者においては、２年次の年間履修登録単位数の上限を１６単位（専⾨教育科⽬を除く。ただ
し、放送⼤学、環びわ湖⼤学・地域コンソーシアム開設の単位互換対象授業科⽬は含む。）とする。

合 計

（注）

各学年の年間履修登録単位数の上限を１年次５８単位、２年次１８単位（専⾨教育科⽬を除く。ただし、放
送⼤学、環びわ湖⼤学・地域コンソーシアム開設の単位互換対象授業科⽬は含む。）とする。

区 分 授  業  科  ⽬
単
位
数

配 当 学 年
修得すべき科⽬・単位数等第１学年 第２学年

外
国
語
科
⽬
Ⅰ

【外国語科⽬Ⅰ】
 ６単位必修

※第２年次編⼊学者については、既
に単位を修得したものとする。

外

国

語

科

⽬

Ⅱ

【外国語科⽬Ⅱ】
 ドイツ語、フランス語、中国語の
うち１か国語４単位選択必修

※第２年次編⼊学者については、既
に単位を修得したものとする。

総
合
⽣
命
科
学

【総合⽣命科学】
 １２単位必修

※第２年次編⼊学者については、既
に単位を修得したものとする。
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（2023年度以降⼊学者、2024年度以降第２学年学⼠編⼊学⽣）

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
基礎⽣物医学
 ⽣化学序論 30 30
 代謝⽣化学 46 46
 代謝⽣化学実習 18 18
 核酸・病態⽣化学 52 52
 核酸・病態⽣化学実習 18 18
神経科学
 神経科学 60 60
 神経解剖学 50 50
⼈体解剖学 232 232
組織学 30 30
発⽣学 30 30
⼈体機能
 細胞⽣理学 30 30
 臓器⽣理学Ⅰ 32 32
 臓器⽣理学Ⅱ 50 50
 臓器⽣理学実習Ⅰ 24 24
 臓器⽣理学実習Ⅱ 24 24
 薬理学 60 60
 薬理学実習 42 42
発病機構
 病態発⽣学Ⅰ 96 96
 病態発⽣学Ⅱ 76 76
 腫瘍学 36 36
 微⽣物学 90 90
 微⽣物学実習 30 30
 免疫学 32 32
 遺伝・ゲノム医療学 28 28
医学英語 30 30
倫理学 30 30
医の倫理Ⅰ 10 10
医の倫理Ⅱ 10 10
医の倫理Ⅲ 10 10
⾏動科学基礎 30 30
⾏動科学応⽤ 30 30
数理科学Ⅲ（確率・統計） 30 30
データサイエンス・AI⼊⾨ 30 30
研究室配属 160 160

第５学年 第６学年

専

⾨

教

育

科

⽬

専 ⾨ 課 程 授 業 科 ⽬ ⼀ 覧

区
分

授  業  科  ⽬ 時間数
配  当  学  年

第２学年 第３学年 第４学年
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（2023年度以降⼊学者、2024年度以降第２学年学⼠編⼊学⽣）

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
診断学序論 16 16
系別統合講義
 循環器系 72 72
 呼吸器系 52 52
 神経系 50 50
 眼・視覚系 40 40
 ⽿⿐・咽喉系 46 46
 ⻭科⼝腔系 20 20
 精神系 50 50
 ⾎液と造⾎臓器系 50 50
 内分泌･代謝系 52 52
 筋･⾻格系 52 52
 ⽪膚･結合組織系 54 54
 腎･尿路系 50 50
 ⽣殖系 50 50
 消化器系 70 70
 成⻑・発達系 58 58
 組織再建系 16 16
 医療安全・感染対策系 10 10
⿇酔・緩和医療学 32 32
薬物医療学 10 10
検査医学 10 10
放射線医療学 20 20
救急・家庭医療学 54 54
臨床診断学 70 70
少⼈数能動学習 128 128
医療情報学 24 24
公衆衛⽣学 46 46
社会医学フィールド実習 98 98
法医学 60 60
保健医療と社会 40 40
地域医療体験実習Ⅰ 40 40
地域医療体験実習Ⅱ 40 40
臨床実習
 臨床実習⼊⾨ 100 100
 臨床実習（ローテーション） 1880 320 920 640
 臨床実習（アドバンス） 240 240
 学外臨床実習 320 320
 Post-CC OSCE対策実習 80 80

5686 442 444 650 674 548 688 920 880 440

（注） １ 上記授業科⽬は、全て必修である。
    ２ 授業科⽬は、分割して開講することがある。
    ３ 教育上必要があるときは、教授会の議を経て、授業科⽬、時間数、修得要件等を変更することがある。

第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

専

⾨

教

育

科

⽬

合 計

区
分

授  業  科  ⽬ 時間数
配  当  学  年

第２学年
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前期 後期 前期 後期
 哲 学 ⼊ ⾨ 2 2

＊ 哲 学 特 論 2 2
歴 史 学 2 2
⽂ 学 2 2
芸 術 学 2 2
社 会 学 ⼊ ⾨ 2 2

＊ 現 代 社 会 論 2 2
＊ ⽂ 化 ⼈ 類 学 2 2
＊ ⼈ ⽂ 地 理 学 2  2

地 域 論 2 2
  法 学 2 2

地 域 ⽂ 化 論 2 2
教 育 学 2 2
英 語 セ ミ ナ ー 2 2
ド イ ツ 語 ゼ ミ ナ ー ル 2 2
ド イ ツ 語 圏 ⾔ 語 ⽂ 化 研 究 2 2
フ ラ ン ス 語 圏 ⾔ 語 ⽂ 化 研 究 2 2
中 国 語 圏 ⾔ 語 ⽂ 化 研 究 2 2
中 欧 ⾔ 語 ⽂ 化 研 究 2 2

＊ ⽇本語表現法・ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 2 2
⼈ 間 科 学 研 究 2 2
全 ⼈ 的 医 療 体 験 学 習 Ⅰ 2
全 ⼈ 的 医 療 体 験 学 習 Ⅱ 2
⾃ 然 科 学 ⼊ ⾨ 1 1

＊ 細 胞 ⽣ 物 学 基 礎 2 2
＊ 分 ⼦ ⽣ 物 学 基 礎 2 2
＊ ⽣ 物 学 実 習 1 1
＊ 物 理 学 基 礎 2 2
＊ 物 理 学 概 論 2 2
  医 系 物 理 学 2 2
＊ 物 理 学 実 習 1 1
＊ 基 礎 物 理 化 学 2 2
＊ 基 礎 有 機 化 学 2 2
＊ 化 学 実 習 1 1
＊ 解 析 2 2
＊ 線 形 代 数 2   2

現 代 社 会 と 科 学 2 2
基 礎 科 学 研 究 2   2
基 礎 医 学 研 究 ⼊ ⾨ Ⅰ 2
基 礎 医 学 研 究 ⼊ ⾨ Ⅱ 2
医 療 イ ノ ベ ー シ ョ ン の 基 礎 2 2

令和３（２０２１）年度以降⼊学者

⼀

般

教

育

科

⽬

基

礎

⼈

間

科

学

【⼀般教育科⽬】
 ４１単位以上（必修科⽬２９単位
と選択科⽬１２単位以上）

※ただし、選択科⽬１２単位以上の
うち８単位以上は、第２学年配当の
選択科⽬（放送⼤学、環びわ湖⼤
学・地域コンソーシアム及び
Skyward EDGEコンソーシアム開設
の単位互換対象授業科⽬を除く。）
の中から修得しなければならない。

※第２年次編⼊学者については、第
２学年配当の選択科⽬から８単位以
上を履修し修得しなければならな
い。

※「⼈間科学研究」と「基礎科学研
究」は、いずれか⼀⽅のみ選択する
ことができる。

※「全⼈的医療体験学習Ⅱ」は、第
２年次編⼊学者のみ履修することが
できる。

2
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学 2
2

基 礎 学 課 程 授 業 科 ⽬ ⼀ 覧

区 分 授  業  科  ⽬
単
位
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配 当 学 年
修得すべき科⽬・単位数等第１学年 第２学年
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＊ 英 語 Ⅰ 1 1
＊ 英 語 Ⅱ 1 1
＊ 英 語 Ⅲ 1 1
＊ 英 語 実 習 Ⅰ 1 1
＊ 英 語 実 習 Ⅱ 1 1
＊ 英 語 実 習 Ⅲ 1 1

ド イ ツ 語 Ⅰ ａ 1 1
ド イ ツ 語 Ⅰ ｂ 1 1
ド イ ツ 語 Ⅱ ａ 1 1
ド イ ツ 語 Ⅱ ｂ 1 1
フ ラ ン ス 語 Ⅰ ａ 1 1
フ ラ ン ス 語 Ⅰ ｂ 1 1
フ ラ ン ス 語 Ⅱ ａ 1 1
フ ラ ン ス 語 Ⅱ ｂ 1 1
中 国 語 Ⅰ ａ 1 1
中 国 語 Ⅰ ｂ 1 1
中 国 語 Ⅱ ａ 1 1
中 国 語 Ⅱ ｂ 1 1

＊ 医 学 概 論 Ⅰ 2 2
＊ 医 学 概 論 Ⅱ 2 2
＊ 医 学 特 論 ・ 医 学 ・ ⽣ 命 科 学 ⼊ ⾨ 2   2
＊ 早 期 体 験 学 習 1 1
＊ 附 属 病 院 体 験 実 習 1   1
＊ 情 報 科 学 2 2
＊ 基 礎 ⼈ 体 機 能 構 造 学 2 2

108 35 39 22 12  ６３単位以上修得すること。

1 ＊は、必修科⽬を⽰す。
2 授業科⽬は、分割して開講することがある。
3 教育上必要があるときは、教授会の議を経て、授業科⽬、単位数、修得要件等を変更することがある。
4

5

合         計

（注）

各学年の年間履修登録単位数の上限を１年次５８単位、２年次１８単位（専⾨教育科⽬を除く。ただし、放
送⼤学、環びわ湖⼤学・地域コンソーシアム及びSkyward EDGEコンソーシアム開設の単位互換対象授業科⽬
は含む。）とする。
第２年次編⼊学者においては、２年次の年間履修登録単位数の上限を１６単位（専⾨教育科⽬を除く。ただ
し、放送⼤学、環びわ湖⼤学・地域コンソーシアム及びSkyward EDGEコンソーシアム開設の単位互換対象授
業科⽬は含む。）とする。

外
国
語
科
⽬
Ⅰ

【外国語科⽬Ⅰ】
 ６単位必修

※第２年次編⼊学者については、既
に単位を修得したものとする。

外

国

語

科

⽬

Ⅱ

【外国語科⽬Ⅱ】
 ドイツ語、フランス語、中国語の
うち１か国語４単位選択必修

※第２年次編⼊学者については、既
に単位を修得したものとする。

総
合
⽣
命
科
学

【総合⽣命科学】
 １２単位必修

※第２年次編⼊学者については、既
に単位を修得したものとする。
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曜 時
第　　　１　　　学　　　年 第　　　２　　　学　　　年 第　　　３　　　学　　　年 第　　　4　　　学　　　年

日 限 令和6（2024）年入学 令和5（2023）年入学 令和4（2022）年入学 令和3（2021）年入学
★ 文 化 人 類 学 ★ 法 学 微 生 物 学 系別統合講義

1 ①②③ 臨1
（ 兼重 ） （ 須永 ） （ 旦部 ） 臨2

英語コミュニケーションⅠ 医 系 物 理 学 再 生 医 学
2 （Barnett） （加藤） 臨1 ※6月～7月実施

英語Ⅰ （ 目良 ） （ 扇田 ） 公衆衛生学
英語Ⅰ 人体解剖学 病 態 発 生 学 Ⅰ 医の倫理Ⅱ

月 3 （加藤） （古荘） （宇田川他） ※4月～6月集中講義
化学実習 （ 九嶋 ） 臨1 臨2

情報科学
4 （本山） （古荘） A実

化学実習 系別統合講義

5 （宇田川他）
神経解剖学

細 胞 生 物 学 基 礎 人体解剖学 先 端 医 科 学 系 別 統 合 講 義
1 （宇田川他） 臨1

（平田 ） （ 小島 ） 臨2
哲 学 入 門 微 生 物 学

2 ① （宇田川他） 臨1
（ 大北） 組織学 （ 旦部 ）

化学実習 ★ 教 育 学 微生物学実習※4月最終週まで 系 別 統 合 講 義
火 3 （古荘） （Barnett） （ 旦部 ）

英語コミュニケーションⅠ （ 中島 ） 薬理学実習 臨2
化学実習 ★ 地 域 文 化 論 （ 西 ）

4 （古荘） （本山）
情報科学 （ 兼重 ）

基礎医学研究入門 基礎医学研究入門Ⅱ
5 （向所） （辻） （ 向所 ） （ 辻 ） ① （扇田）

全人的医療体験学習 全人的医療体験学習Ⅱ 再生医学実習
★ 現 代 社 会 と 科 学 ★ 芸 術 学 免 疫 学 系 別 統 合 講 義

1 A 臨1
（目良他） （ 秋丸 ） （ 伊藤 ） 臨2

力 学 ・ 熱 力 学 生 化 学 序 論 腫 瘍 学
2 臨1

（ 目良 ） （　古荘・寺田　） （ 醍醐 ）
★ 歴 史 学 人体解剖学 病 態 発 生 学 Ⅱ 系別統合講義

水 3 （宇田川他）
（ 目黒） （ 伊藤 ） 臨1 臨2

4 A実 ※6月～7月実施
公衆衛生学

5 （宇田川他）
組織学

物 理 化 学 基 礎 細 胞 生 理 学 病 態 発 生 学 Ⅰ 系別統合講義
1 ① A 臨1

（ 古荘 ） （ 小川 ） （ 九嶋 ） 臨2
★ 医 学 概 論 Ⅰ ドイツ語圏言語文化研究（川野） ③ 病態発生学Ⅰ

2 フランス語圏言語文化研究（福本） ② （ 九嶋 ） （ 伊藤 ） 臨1 ※6月～7月実施
（ 大北 ） 中国語圏言語文化研究（前田） ① 病態発生学Ⅱ 公衆衛生学

③ 数理科学Ⅲ（確率・統計） 微生物学実習 系別統合講義
木 3 ② A （旦部）

① （ 川北 ） ※～4月最終週まで 臨2
　 ★基礎科学研究 B実

4 （生命科学講座） 実臨1 ※6月～7月実施
公衆衛生学

5 （医療文化学講座) （ 伊藤 ）
★人間科学研究 A 病態発生学Ⅱ

英語実習Ⅲ 薬 理 学 系 別 統 合 講 義
1 （Barnett） （加藤） 

英語Ⅲ （ 西 ） 臨1 臨2
数 理 科 学 Ⅰ （ 解 析 ） 英語Ⅲ

2 （加藤） （Barnett）
（ 川北 ） 英語実習Ⅲ

プロフェッショナリズム基礎 人体解剖学 微 生 物 学 系 別 統 合 講 義
金 3 （向所） （大北） （宇田川他） 臨1

アカデミックスキル （ 旦部 ） 臨2
自 然 科 学 入 門 ①

4 ② A顕
(平田他) ③

5 （ 向所 ） 臨3 （宇田川他）
★早期体験実習 組織学

※実線の斜線の授業科目は、選択科目、または名簿の番号によって授業科目がわかれているものである。
※点線の斜線の授業科目は、学期の前半、後半を示す。

　★印は医学科との合同授業を示す。
　なお、使用教室の表示は、以下のとおり。

【 一 般 教 養 棟 】
【基礎講義・実習棟】
【 看 護 学 科 棟 】 看１：看護第１講義室　看２：看護第２講義室　看３：看護第３講義室　看４：看護第４講義室
【 附 属 図 書 館 】 MMC：マルチメディアセンター演習室およびブラウジング室
【 そ の 他 】 顕：顕微鏡実習室、実：各実習室

①
B
A

①

臨3

① A

フランス語圏言語文化研究（福本）
中国語圏言語文化研究（前田）

備
考

①：第１講義室、②：第２講義室、③：第３講義室
Ａ：Ａ講義室　B：B講義室

公衆衛生学、社会フィールド実習（ 三浦 ）
※4月説明会、実習は7月に集中実施
医療情報学（芦原）※7月実施

A
B

ドイツ語圏言語文化研究（川野）

実
MMC

A

臨3

①

実
A

①②③

令和６（２０２４）年度　医学部医学科授業時間割（前期）

臨3

A
B

A

B
実

MMC
実

①
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曜 時
第　　　１　　　学　　　年 第　　　２　　　学　　　年 第　　　３　　　学　　　年 第　　　4　　　学　　　年

日 限 令和6（2024）年入学 令和5（2023）年入学 令和4（2022）年入学 令和3（2021）年入学
代謝生化学 系 別 統 合 講 義 臨床診断学

1 （縣） 臨1
臨2

基 礎 人 体 機 能 構 造 学
2 （扇田）

（ 宇田川 ） 核酸・病態生化学 臨床実習入門
物理学実習 行 動 科 学 基 礎 医の倫理Ⅰ 医の倫理Ⅲ

月 3 （目良） （平田） A ※10月～12月集中講義 ※10月～11月集中講義
生物学実習 （ 小島 ） 臨1 臨2

物理学実習
4 （目良） （平田） 

生物学実習 系別統合講義

5 B

人 文 地 理 学 臓 器 生 理 学 Ⅱ 系 別 統 合 講 義 法医学
1 A

（稲垣 ） （ 小川 ） 臨1 臨2
哲 学 特 論 神 経 科 学

2 ① A
（ 室寺） （ 等 ） 臨床実習入門

生物学実習 臓器生理学実習Ⅰ・Ⅱ 系 別 統 合 講 義 臨床診断学
火 3 （平田） （目良） （ 尾松 ）

物理学実習 臨1 臨2
生物学実習 実

4 （平田） （目良）
物理学実習 （ 縣 ） 臨床実習入門

代謝生化学実習
5      　　 （ 扇田 ）

核酸・病態生化学実習
分 子 生 物 学 基 礎 英 語 セ ミ ナ ー 系 別 統 合 講 義 法医学

1 A
（ 平田 ） （Barnett） 臨1 臨2

波 動 ・ 電 磁 気 学 倫 理 学
2

（目良 ） （ 大北 ） 臨床実習入門
社 会 学 データサイエンス・AI入門 系 別 統 合 講 義 臨床診断学

水 3
(LADMIRAL) （ 芦原・原田 ） 臨1 臨2

4
臨床実習入門

基礎医学研究入門
5 （向所） （辻） （辻） A

全人的医療体験学習 全人的医療体験学習Ⅱ
有 機 化 学 基 礎 代謝生化学 系 別 統 合 講 義 臨床診断学

1 ① （ 縣 ）
（ 古荘 ） 臨1 臨2

③
2 ② （ 扇田 ）

① 核酸・病態生化学 臨床実習入門
臓器生理学実習Ⅰ・Ⅱ 系 別 統 合 講 義 臨床診断学

木 3 ① （等）
臨1 臨2

　
4 ★ 地 域 論

（※原則4限） ① （ 縣 ） 臨床実習入門
（ 兼 重 ） 代謝生化学実習

5 （扇田)
核酸・病態生化学実習

英語コミュニケーションⅡ 臓器生理学Ⅰ 系 別 統 合 講 義 臨床診断学
1 （Barnett） （加藤） （等）

英語Ⅱ 臨1 臨2
英語Ⅱ

2 （加藤） （Barnett） （等） 
英語コミュニケーションⅡ 神経科学 臨床実習入門

医 学 ・ 生 命 科 学 入 門 発 生 学 系 別 統 合 講 義 法医学
金 3 A 臨1

（等他） （勝山） 臨2
医 学 概 論 Ⅱ 文 学 医 学 英 語

4 A 臨1
(大北) （助川） （一杉） 臨床実習入門

行 動 科 学 応 用
5 臨1

（小島隆）

※実線の斜線の授業科目は、選択科目、または名簿の番号によって授業科目がわかれているものである。
※点線の斜線の授業科目は、学期の前半、後半を示す。

　★印は医学科との合同授業を示す。
　なお、使用教室の表示は、以下のとおり。

【 一 般 教 養 棟 】
【基礎講義・実習棟】
【 看 護 学 科 棟 】 看１：看護第１講義室　看２：看護第２講義室　看３：看護第３講義室　看４：看護第４講義室
【 附 属 図 書 館 】 MMC：マルチメディアセンター演習室およびブラウジング室
【 そ の 他 】 顕：顕微鏡実習室、実：各実習室

A

実

数理科学Ⅱ（線形代数）

（ 川北 ）

ドイツ語圏言語文化研究（川野）
フランス語圏言語文化研究（福本）

中国語圏言語文化研究（前田）

備
考

①
B

B
①

①

①

①：第１講義室、②：第２講義室、③：第３講義室
Ａ：Ａ講義室　B：B講義室

A

①

① A

①

実
実

実
実

MMC

①

令和６（２０２４）年度　医学部医学科授業時間割（後期）

①

実
実

実
実

A
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国立大学法人滋賀医科大学医学部医学科授業科目の

試験及び進級取扱内規 
 

平成16年４月１日制定 

令和５年10月23日改正 

 

（趣旨） 

第１条 滋賀医科大学の試験及び進級等の取り扱いは，滋賀医科大学学則（以下「学

則」という。）に定めるもののほか，この内規による。 

（試験） 

第２条 学則第 37条の規定に基づく試験は，定期試験，追試験及び再試験とする。 

２ 前項に規定する試験のほか，担当教員は中間試験を随時行うことができる。 

３ 教育課程の修了判定を行うため卒業試験を実施する。 
４ 病気その他やむを得ない事由により試験を欠席した者は，学長に医師の診断書又

は事由書を付して，特別の理由がない限り該当する試験の実施日から１週間以内に

「追試験願」を提出しなければならない。 
５ 第１項に規定する追試験は，定期試験又は再試験に欠席した者で，前項に規定す

る願出により，正当な理由と認められた者に対して行う。 
６ 第１項に規定する再試験は，定期試験又は定期試験の追試験において不合格とな

った者に対して行う。 

７ 病気等により，一度も受験の機会を持ち得なかった者で，担当教員の申出により

学部教育部門の議を経た場合は，１回に限り受験の機会を与えることができる。 

（再試験の回数） 

第３条 同一の授業科目における再試験の受験回数は１回限りとする。また，再試験

の追試験受験回数についても１回限りとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，医学教養科目，専門基礎科目Ⅰ（基礎科学）及び専門

基礎科目Ⅱ（医学導入）の選択科目については原則として再試験は行わないものと

し，再試験を実施する科目については，当該年度ごとに通知する。 

３ 第１項の規定にかかわらず，卒業試験の追試験については，再試験を行わない。

また，卒業試験の再試験については，追試験を行わない。 
（受験資格） 

第４条 各授業科目について所定の時間数を履修した者は，その科目の試験を受ける

ことができる。ただし，各担当教員の定める時間数以上出席しなかった者は，当該

科目の試験を受けることができない。 

  また，出席時間数不足により試験を受けることができなかった者は，当該科目を

次年度に再履修しなければその科目の試験を受けることができない。 

２ ２人以上の教員が担当する授業科目の受験資格については，担当教員の合議によ

るものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず，特別の理由により所定の出席時間数に達しない者で，

当該授業科目の担当教員がその理由を認め，かつ学部教育部門の議を経た場合には，

この限りでない。 
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４ 卒業試験の受験資格は，臨床実習Ⅰ，臨床実習Ⅱ，学外臨床実習 A，学外臨床実

習 B 及び臨床実習後 OSCE に合格し，社会医学特論を修了した者に与えられるもの

とする。 

（成績の評価） 

第５条 試験等による学業成績の評価は，秀（90 点～100 点），優（80 点～89 点）,

良（70 点～79 点），可（60 点～69 点）及び不可（60 点未満）の５種の評語をもっ

て表わし，秀，優，良，可を合格とし不可を不合格とする。 

２ 前項に定める秀，優，良，可及び不可の評価基準は，次の各号に掲げるとおりと

する。 

(1) 秀：各授業科目に定める合格基準を達成し，特に優れた成果を修めている。 

(2) 優：各授業科目に定める合格基準を達成し，優れた成果を修めている。 

(3) 良：各授業科目に定める合格基準を達成し，良好な成果を修めている。 

(4) 可：各授業科目に定める合格基準を達成している。 

(5) 不可：各授業科目に定める合格基準を達成しておらず，不合格。 

３ 第１項に規定する５種の評語に基づき成績評価値の平均値，GPA（Grade Point 

Average）を算出する。その取扱いについて必要な事項は，別に定める。 

４ 第２条第４項に規定する願出を怠り，試験に欠席した者は，当該試験を不合格と

する。 

５ 附属病院体験実習，地域医療体験実習Ⅰ，地域医療体験実習Ⅱ，臨床実習入門，

臨床実習Ⅱ，学外臨床実習 A及び学外臨床実習 Bの評価は，合格又は不合格とする。 

６ 第１項の規定にかかわらず，特定の授業科目の評価は，合格又は不合格とする。

また，特定の授業科目の決定は，学部教育部門が行う。 

第６条 第２条第１項及び前条に規定する試験及び成績の評価は各科目担当教員の

責任において行う。 

２ ２人以上の教員が担当する授業科目の成績の評価は，各担当教員の合議によるも

のとする。 

３ 前２項の規程にかかわらず教授を欠く科目の試験及び成績の評価担当者は，教授

会の議を経て学長が定める。 

第７条 各担当教員及び指導医の定める時間数以上出席しなかった者には，当該科目

の単位修得を認めない。 

第８条 学生は，開示された成績の評価について異議があるときは，学部教育部門長

に異議を申し立てることができる。その取扱いについて必要な事項は，別に定める。 

（留年） 

第９条 第１学年の学年末までに，第１学年配当の必修科目をすべて修了しなければ，

第２学年への進級を認めない。 

２ 第２学年の学年末までに，第２学年配当の必修科目及び所定の選択科目の必要単

位数を修了又は修得しなければ，第３学年への進級を認めない。 
３ 第２年次編入学者については，第２学年配当の必修科目及び所定の選択科目の必

要単位数を修了，修得又は認定されなければ，第３学年への進級を認めない。 
４ 第３学年の学年末までに，第３学年配当の必修科目をすべて修了又は合格しなけ

れば，第４学年への進級を認めない。 
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５ 第４学年配当の授業科目（ただし，臨床実習Ⅰを除く。），医学系 CBT及び医学系

臨床実習前 OSCE をすべて修了又は合格しなければ，第５学年への進級を認めず，

臨床実習Ⅰの履修を認めない。 

６ 第４学年及び第５学年配当の臨床実習Ⅰに合格しなければ，第６学年への進級を

認めない。なお，不合格となった場合は当該年度に実施される臨床実習Ⅰのうち該

当する科目を再履修しなければならない。 
７ 第４条第４項に定める卒業試験の受験資格判定時に，第５学年における臨床実習

Ⅱ並びに第６学年における社会医学特論，学外臨床実習 A及び学外臨床実習 Bを不

合格と判定された場合は，次年度に実施される当該授業科目を再履修しなければな

らない。 

８ 卒業試験に合格しなければ，教育課程の修了を認めない。 

９ 第１項から第５項までで留年となった者は，不合格となった授業科目について，

次年度に担当教員の指示により，再履修しなければならない。 
  また，第８項で留年となった者は，次年度に卒業試験を再受験しなければならな

い。 
10 第８条やその他特別な事情により，学生に開示された成績の評価を訂正したこと

にともない，進級判定又は卒業判定の結果を訂正する必要が生じたときは，教授会

の議を経て学長が訂正後の結果を認定する。 

第10条 すでに修得又は修了が認定された授業科目の再聴講を希望する者は，当該授

業科目の担当教員に聴講願を提出し，許可を得たうえで講義を聴講することができ

る。 

（不正行為） 

第11条 試験に際し，自己又は他人のために不正行為を行った者に対しては，不正行

為の内容，程度に応じて厳重に処分する。 

２ 試験に際し，不正行為を行った者に対しては，当該試験科目を不合格とする。 

３ 不正行為の内容が悪質なときは，学期又は学年の試験をすべて無効とすることが

ある。 

４ 不正行為の内容が著しく悪質であると認められるときは，学則第 52 条により処

分することがある。 

（雑則） 

第12条 この内規に定めるもののほか，この内規の実施に関し必要な事項は，学部教

育部門の議を経て学長が定める。 

附 則 

この内規は，平成 16年４月１日から施行し，平成 16年度入学者（第２年次後期編

入学者については平成 17年度入学者）から適用する。ただし，平成 15年度以前の入

学者及び平成 16年度第２年次後期編入学者については，なお従前の例による。 

附 則 

この内規は，平成 17年４月１日から施行し，平成 17年度入学者（第２年次後期編

入学者については平成 18年度入学者）から適用する。ただし，平成 16年度以前の入

学者及び平成 17年度第２年次後期編入学者については，なお従前の例による。 

附 則 
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１ この内規は，平成 18年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定に関わらず，系別統合講義，診断学及び治療学（１）～治療学（３）

の評価を当該開講学年に５段階評価することに係る規定の改正部分については，平

成 16年度入学者（第２年次後期編入学者については，平成 17年度入学者）から適

用する。 

附 則 

この内規は，平成 20年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成 21年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この内規は，平成 22年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定に関わらず，「別表」の改正については平成 22年度入学者（第２年次

後期編入学者については平成 23年度入学者）から適用する。 

附 則 

この内規は，平成 24 年４月１日から施行する。ただし，改正後の別表に示す第４

学年後期配当授業科目の臨床実習については，平成 24年３月１日から適用する。 

附 則 

この内規は，平成 25年４月１日から施行し，平成 22年度入学者（第２年次後期編

入学者については平成 23年度入学者）から適用する。 

附 則 

１ この内規は，平成 27年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定に関わらず，「別表」の改正については平成 25年度入学者（第２年次

後期編入学者については平成 26年度入学者）から適用する。 

附 則 

この内規は，平成 28年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成 29年４月１日から施行する。ただし，平成 28年度以前の入学者

及び平成 29年度第以前の２年次後期編入学者については，なお従前の例による。 

附 則 

この内規は，平成 29年８月１日から施行する。 

附 則 

１ この内規は，平成 31年４月１日から施行する。 

２ 平成 30年度以前の入学者及び平成 31年度以前の第２年次後期編入学者について

は，なお従前の例による。 

３ 前項の規定に関わらず，第２条第４項及び第３条第３項の改正については，平成

31年４月１日に在籍する者から適用する。 

４ 第２項の規定に関わらず，改正後の別表に示す第４学年前期配当授業科目のうち

組織再建系の配当については，平成 29 年度入学者（第２年次後期編入学者につい

ては平成 30年度編入学者）から適用する。 

附 則 

この内規は，令和３年 11月 15日から施行する。 
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附 則 

この内規は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この内規は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和５年度以前の入学者及び令和６年度以前の第２年次編入学者については，な

お従前の例による。 
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医学部における GPA に関する申合せ 
 

令和５年８月 30 日 

学部教育部門会議決定 

 

（趣旨） 

第１条 この申合せは，国立大学法人滋賀医科大学医学部医学科授業科目の試験及び進級

取扱内規第５条第３項及び国立大学法人滋賀医科大学医学部看護学科授業科目の試験及

び進級取扱内規第５条第３項の規定に基づき，滋賀医科大学(以下「本学」という。)の学

部における Grade Point Average（以下「GPA」という。)制度の運用に関し，必要な事項

を定め，組織的な学修の成績評価を行い，学部生の学修意欲の増進及び学修成果の明確化，

並びに教員による学生への学習指導の促進を図るとともに評価基準の明確化や厳格な成

績評価による教育の質の向上を果たすものとする。 

（GP） 

第２条 Grade Point（以下「GP」という。）は，国立大学法人滋賀医科大学医学部医学科授

業科目の試験及び進級取扱内規第５条及び国立大学法人滋賀医科大学医学部看護学科授

業科目の試験及び進級取扱内規第５条に定める成績評価に基づき，次のとおりとする。 

成績評価 
GP 

素点 評語（和文） 評語（英文） 

90～100 点 秀 A+ ４ 

80～89点 優 A ３ 

70～79点 良 B ２ 

60～69点 可 C １ 

～59点 不可 F ０ 

 

（GPA） 

第３条 GPA とは，個々の学生の学習時間当たりの学修到達度を表す指標となる数値で，評

価を受けた授業科目の GPに当該科目の単位数を乗じた値を総計し，その値を評価を受け

た授業科目の総単位数で除して算出する平均値をいう。 

２ GPAの算出対象科目は，次の各号に掲げるものを除外した授業科目とする。なお，不可

(GP＝0)の判定を得た場合，当該 GP 及びその学修に費やした単位数は GPA 算定対象に含

むものとする。 

(1) 他大学等で修得した単位であって，本学の単位として認定した科目 

(2) 国立大学法人滋賀医科大学医学部医学科授業科目の試験及び進級取扱内規第５条第

５項及び第６項並びに国立大学法人滋賀医科大学医学部看護学科授業科目の試験及び

進級取扱内規第５条第５項及び第６項において定める成績を合格又は不合格で判定す

る科目 

(3) その他特別の事情により対象に含まないことを医学・看護学教育センター学部教育

部門会議にて決定し，あらかじめ学生へ通知した科目 
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３ GPAは，前項に規定する GPA算出対象科目について，当該学期における学修の状況及び

成果を示す指標としての「学期 GPA」，当該年度における同指標としての「年度 GPA」及び

在学中の全期間における指標としての「累積 GPA」に区分して，各区分の定める方法によ

り計算するものとし，計算値は小数点第 2位以下を切り捨てるものとする。 

【計算式】 

・学期 GPA＝当該学期に評価を受けた各授業科目の GP×当該科目の単位数の総和／当該

学期に評価を受けた授業科目のうち算出対象科目の配当単位数の総和 

・年度 GPA＝当該年度に評価を受けた各授業科目の GP×当該科目の単位数の総和／当該

年度に評価を受けた授業科目のうち算出対象科目の配当単位数の総和 

・累積 GPA＝在学全期間に評価を受けた各授業科目の GP×当該科目の単位数の総和／在

学全期間に評価を受けた授業科目のうち算出対象科目の配当単位数の総和 

４ GPAは，進級及び卒業の要件としては取り扱わない。 

（再履修の取扱い） 

第４条 再履修により単位を修得した授業科目であって，当該科目が算出対象科目である

場合は，過去に得た成績の評価とともに GPAの算出に含めるものとする。 

（GPAの通知） 

第５条 学生への GPA の通知は，学生用 Webサービス等で行うものとする。 

（GPA算出対象科目の履修の取消し） 

第６条 GPA 算出対象科目について，履修登録をした授業科目であっても，諸般の事情によ

り履修登録を取消す必要が生じたときは，別に定める履修確認・変更期間に限り，履修を

取消すことができるものとする。ただし，単位互換制度により履修登録した授業科目につ

いては，履修を取消すことが出来ない。 

２ 履修確認・変更期間に履修登録を取消さなかったすべての GPA算出対象科目は，すべて

をその成績評価及び GPA 算出対象として取扱うこととし，履修を放棄した授業科目は不

可となる。 

（雑則） 

第７条 この申合せに定めるもののほか，GPA制度の実施に関し必要な事項は，医学・看護

学教育センター学部教育部門において定める。 

 

  附 則 

この申合せは，令和３年 10月１日から施行する。 

  附 則 

この申合せは，令和６年４月１日から施行する。ただし，令和６年度以前の入学者について

は，なお従前の例による。 
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滋賀医科大学における他の大学等において修得した
単位等の認定に関する取扱要項 

 
平成 16年４月１日制定 

令和５年 10月 23日改正 

 

（趣旨） 
第１ この要項は，滋賀医科大学学則第４０条，第４１条及び第４２条の規定に

基づき，他の大学，短期大学又は大学以外の教育施設等（以下「他の大学等」

という。）において修得した単位等の認定に関し，必要な事項を定めるものと

する。 
（単位等の認定の対象とする他の大学等における修得単位等） 
第２ 他の大学等において修得した単位等は，次の各号に掲げるとおりとする。 
(1) 大学又は短期大学において修得した単位 

(2) 放送大学において修得した単位 

(3) 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修 

(4) 高等専門学校の課程における学修で，本学において大学教育に相当する

水準を有すると認めたもの 

(5) 専修学校の専門課程のうち修業年限が２年以上のものにおける学修で，

本学において大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

(6) 学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち防衛大学

校，職業能力開発大学校等，水産大学校等，国立看護大学校，気象大学校及

び海上保安大学校における学修で，本学において大学教育に相当する水準を

有すると認めたもの 

(7) 実用英語技能検定１級（財団法人日本英語検定協会認定）及びそれと同

等と認めるもの 

(8) 本学が適当と認めた研究所，病院等における実習 
２ 前項に定める単位等については，申請年度の前５年間に修得した単位等に 
限るものとし，認定を受ける単位等１科目に対し申請する科目は３科目まで 
とする。 

（事前申請） 
第３ 他の大学等において，授業科目を履修又は学修しようとする者は，別記様

式１又は別記様式２による履修申請書又は学修申請書に必要書類を添え，事

前に授業担当教員の了解を得て学長に申請するものとする。 
（申請） 
第４ 他の大学等における単位認定を受けようとする者は，所定の期日までに，

別記様式３又は別記様式４による単位認定申請書に必要書類を添え，学長に

申請するものとする。 
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２ 前項の申請において認定を希望できる単位は，５科目 10 単位までとする。 
（単位認定） 
第５ 医学科教育課程における，専門科目Ⅰ（基礎医学），専門科目Ⅱ（臨床・

社会医学）及び専門科目Ⅲ（臨床実習）に区分される授業科目については，他

の大学等で修得した単位は認定しない。 

２ 他の大学等において修得した単位認定については，５科目 10単位までとす

る。 

３ 医学・生物学を含む自然科学については，学問の進展と修学年度を考慮した

上で，単位の認定を行うものとする。 

４ 英語関連科目については，原則として，実用英語技能検定 1 級である者並

びに TOEFL 又は TOEIC において高得点の成績を修めた者について，担当教員

が面接を行い妥当と認められた者に単位を認定するものとする。 

５ 単位認定は，当該授業科目の関係教員の判定に基づき，学部教育部門及び教

授会の議を経て学長が行う。 
（申請者への通知） 
第６ 学長は，単位認定の結果を，別紙様式５による単位認定通知書により，申

請者に通知するものとする。 
附 則 

この要項は，平成 16年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成 17年６月８日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成 22年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成 22年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成 24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は，令和２年６月２日から施行し，平成 28年４月 1日より適用する。 

附 則 

この要項は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は，令和６年４月１日から施行する。ただし，令和５年度以前の入学

者及び令和６年度以前の第２年次編入学者については，なお従前の例による。 
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医学科第２学年後期学⼠編⼊学者に係る 
履修及び単位認定に関する申合せ 

 
平 成 16 年 ４ ⽉ １ ⽇  制 定 
平 成 17 年 ６ ⽉ ８ ⽇  改 正 

 
 
 滋賀医科⼤学学則第 42 条の４の規定に基づき、医学科第２学年後期学⼠編⼊学者に
係る履修及び単位認定については、以下のとおりとする。 
 
 ⼀般教育科⽬（基礎⼈間科学、基礎⽣命科学）、外国語科⽬ 1、外国語科⽬Ⅱ及び
総合⽣命科学については、既に単位を修得したものとする。 
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医学科第２年次編⼊学者に係る 
履修及び単位認定に関する申合せ 

 
平成 31 年 3 ⽉ 11 ⽇ 制定 

 
 （趣旨） 
第１条 この申合せは，国⽴⼤学法⼈滋賀医科⼤学学則第 42 条第４項及び国⽴⼤学法

⼈滋賀医科⼤学医学部医学科授業科⽬の試験及び進級取扱内規第９条第３項の規定
に基づき，医学部医学科第２年次編⼊学者に係る履修及び単位認定について，必要
な事項を定めるものとする。 

 
（⼀般教育科⽬） 
第２条 ⼀般教育科⽬（基礎⼈間科学，基礎⽣命科学）については，第２学年配当の

選択科⽬から８単位以上を履修し単位を修得するものとし，その他の修得要件単位
は既に単位を修得したものとみなす。 

 
（外国語科⽬Ⅰ，外国語科⽬Ⅱ及び総合⽣命科学） 
第３条 外国語科⽬Ⅰ，外国語科⽬Ⅱ及び総合⽣命科学については，すべて既に単位

を修得したものとみなす。 
 
（専⾨教育科⽬） 
第４条 専⾨教育科⽬については，すべての授業科⽬を履修し修得するものとする。 
 
附 則 
この申合せは，平成 31 年４⽉１⽇から施⾏し，平成 32 年度の第２年次編⼊学者から
適⽤する。ただし，平成 31 年度以前の第２年次後期編⼊学者については，なお従前の
例による。 
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医学科第２年次編入学者に係る 
履修及び単位認定に関する申合せ 

 
平成 31 年 3 月 11 日 制定 
令和５年８月 30 日  改正 

 
 （趣旨） 
第１条 この申合せは，国立大学法人滋賀医科大学学則第 42 条第４項及び国立大学法
人滋賀医科大学医学部医学科授業科目の試験及び進級取扱内規第９条第３項の規定
に基づき，医学部医学科第２年次編入学者に係る履修及び単位認定について，必要
な事項を定める。 

 
（医学教養科目） 

第２条 医学教養科目の必修科目については，プロフェッショナリズム基礎，アカデ
ミックスキル及び哲学入門の単位を既に修得したものとみなす。 

２ 医学教養科目の選択科目については，既に卒業要件に係る単位を修得したものと
みなす。 

 
（外国語科目） 

第３条 外国語科目については，医学英語Ⅰ及び医学英語Ⅱを除き，すべて既に単位
を修得したものとみなす。 

 
（専門基礎科目Ⅰ（基礎科学）） 

第４条 専門基礎科目Ⅰ（基礎科学）の必修科目については，数理科学Ⅲ（確率・統
計）及びデータサイエンス・AI 入門を除き，すべて既に単位を修得したものとみな
す。 

 
（専門基礎科目Ⅱ（医学導入）） 

第５条 専門基礎科目Ⅱ（医学導入）の必修科目については，医学概論Ⅰ及び医学概
論Ⅱを除き，すべて既に単位を修得したものとみなす。 

 
（専門科目） 

第６条 専門科目Ⅰ（基礎医学），専門科目Ⅱ（臨床・社会医学）及び専門科目Ⅲ
（臨床実習）については，早期体験実習及び附属病院体験実習を除き，すべての授
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業科目を履修し単位を修得するものとする。 

附 則 
この申合せは，平成 31年４月１日から施行し，平成 32年度の第２年次編入学者から
適用する。ただし，平成 31 年度以前の第２年次後期編入学者については，なお従前の
例による。 

附 則 
この申合せは，令和６年４月１日から施行し，令和７年度の第２年次編入学者から適
用する。ただし，令和６年度以前の第２年次編入学者については，なお従前の例によ
る。 
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医学部医学科第６学年における 
卒業試験の受験資格についての申合せ 

 
令和２年３⽉２６⽇ 制定 

 
令和２年度以降に実施する医学部医学科第６学年における卒業試験について，平成 

２８年度以前⼊学者に対する受験資格は，以下のとおりとする。 
 
１ 「国⽴⼤学法⼈滋賀医科⼤学医学部医学科授業科⽬の試験及び進級取扱内規」第４

条で規定する卒業試験の受験資格は，臨床実習，学外臨床実習及び共⽤試験臨床実習
後 OSCE（Post-CC OSCE）に合格し，「保健医療と社会」を修了したものに与えられ
るものとする。 

２ 「国⽴⼤学法⼈滋賀医科⼤学医学部医学科授業科⽬の試験及び進級取扱内規」第９
条で規定する卒業試験の受験資格判定時に，第６学年における「保健医療と社会」，
臨床実習，学外臨床実習及び共⽤試験臨床実習後 OSCE（Post-CC OSCE）を不合格
と判定された場合は，次年度に実施される当該授業科⽬を再履修しなければならない
ものとする。  

 
附 則 

１ この申合せは，令和２年４⽉１⽇から施⾏する。 
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医学部医学科第６学年における 
卒業試験の受験資格についての申合せ 

 
令和２年３月２６日 制定 
令和５年８月３０日 改正 

 
 
１ 令和６年度以降に実施する医学部医学科第６学年における卒業試験について，平成２８年度以
前入学者に対する受験資格は，以下のとおりとする。 

 
(１) 「国立大学法人滋賀医科大学医学部医学科授業科目の試験及び進級取扱内規」第４条で規定

する卒業試験の受験資格は，臨床実習，学外臨床実習及び共用試験臨床実習後 OSCE（Post-CC 
OSCE）に合格し，「保健医療と社会」を修了したものに与えられるものとする。 

(２) 「国立大学法人滋賀医科大学医学部医学科授業科目の試験及び進級取扱内規」第９条で規定
する卒業試験の受験資格判定時に，第６学年における「保健医療と社会」，臨床実習，学外臨床
実習及び共用試験臨床実習後 OSCE（Post-CC OSCE）を不合格と判定された場合は，次年度
に実施される当該授業科目を再履修しなければならないものとする。  

 
２ 令和６年度以降に実施する医学部医学科第６学年における卒業試験について，平成２９年度か
ら令和 5年度までの入学者に対する受験資格は，以下のとおりとする。 

 
(１) 「国立大学法人滋賀医科大学医学部医学科授業科目の試験及び進級取扱内規」第４条で規定

する卒業試験の受験資格は，臨床実習（ローテーション），臨床実習（アドバンス），学外臨床
実習，Post-CC OSCE 対策実習に合格し，「保健医療と社会」を修了した者に与えられるもの
とする。 

(２) 「国立大学法人滋賀医科大学医学部医学科授業科目の試験及び進級取扱内規」第９条で規定
する卒業試験の受験資格判定時に，第６学年における保健医療と社会，学外臨床実習及び Post-
CC OSCE 対策実習を不合格と判定された場合は，次年度実施される授業科目を再履修しなけ
ればならない。 

 
附 則 

１ この申合せは，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 
１ この申合せは，令和６年４月１日から施行する。 
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